
（ 17 ）

「
第
一
の
お
き
て（
一
）」

「
唯
一
な
る
主
な
る
神
様
を
す
べ
て
に
ま
さ
っ
て
敬
い
尊
び
な
さ（
二
）
い
。」

 

こ
の
お
き
て
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

 

一
つ
は
主
な
る
神
様
は
天
と
地
、
人
と
物
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た
こ
と

か
ら
し
て
、
一
人
の
こ
の
上
な
く
尊
い
お
（
三
）

方
で
あ
ら
れ
る
の
で
、
崇
め

て
敬
う
べ
き
で
あ
（
四
）

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
仏
教
や
道
教
等

の
異
（
五
）

端
で
は
正
し
く
な
い
礼
（
六
）

拝
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
教
え
が

崇
め
る
も
の
を
主
な
る
神
様
と
同
等
に
見
な
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
然

る
べ
き
や
り
方
で
拒
絶
す
べ
き
な
の
で
す
。
正
し
く
な
い
教
え
の
類
を

拒
絶
す
る
に
は
、
ひ
た
す
ら
主
な
る
神
様
を
敬
い
申
し
上
げ
る
に
限
り

ま
す
。

 

こ
う
い
う
わ
け
で
、「
唯
一
な
る
主
な
る
神
様
を
敬
い
尊
び
な
さ
い
」

と
言
う
の
で
す
。「
唯
一
な
る
」
と
い
う
の
は
、
並
ぶ
も
の
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
言
う
と
こ
ろ
の
「
天
に
二
つ
の
太
陽
が

な
く
、
民
に
二
人
の
王
が
い
な（
七
）

い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

 

し
か
し
主
な
る
神
様
に
相
応
し
い
形
で
お
仕
え
す（
八
）

る
こ
と
の
説
明
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
徳
を
も
っ
て
す
れ
ば
充
分
に

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
の
三
つ
と
は
信
仰
の
徳
、
希
望
の
徳
、

愛
の
徳
の
こ
と
で（
九
）

す
。

 

信
仰
の
徳
と
は
、
主
な
る
神
様
が
真
の（
十
）

主
、
万
物
の
大（
十
一
）

本
で
あ
ら
れ
る

こ
と
を
信
ず
る
こ
と
で
す
。
主
な
る
神
様
の
お
言
葉
は
真
実
の
言
葉
で
あ

り
、
そ
の
お
教
え
は
真
実
の
教
え
で
す
。
こ
の
信
仰
の
徳
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
お
き
て
を
犯
し
ま
す
。

 
希
望
の
徳
と
は
、
主
な
る
神
様
が
万
物
の
大
本
で
あ
ら
れ
る
こ
と
を

知
っ
た
か
ら
に
は
、
主
な
る
神
様
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
大
い
な
る

父（
十
二
）

母
に
当
た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
を
守
り
助
け
て
く

翻
訳

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
述
『
天
主
教
要
解
略
』
訳
注
（
五
）

　
　
　
主
な
る
神
様
の
十
戒
の
部
（
中
）

Ａ
・
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
　
　
述

葛
　
谷
　
　
　
登
　
　
訳
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だ
さ（
十
三
）

る
よ
う
に
主
な
る
神
様
に
切
に
願
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

す
れ
ば
、
主
な
る
神
様
は
或
い
は
生
き
て
い
る
と
き
は
幸
い
を
恵
み
与

え
、
災
い
を
免
れ
さ
せ
、
或
い
は
死
ん
で
後
は
生
前
の
功（
十
四
）

績
を
記
録
に
と

ど
め
て
天
国
に
昇
ら
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
希
望
の
徳
が

な
け
れ
ば
、
こ
の
お
き
て
を
犯
し
ま
す
。

 

愛
の
徳
と
は
、
自
分
、
妻
や
子
、
財
宝
及
び
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
ま
さ
っ
て
主
な
る
神
様
を
心
か
ら
愛
す（
十
五
）

る
こ
と
で
す
。
こ
の
愛

の
徳
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
お
き
て
を
犯
し
ま
す
。

 

仏
教
や
道
教
の
も
ろ
も
ろ
の
異
端
を
拒
絶
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
の

は
、
主
な
る
神
様
へ
の
信
仰
、
希
望
、
愛
の
思
い
を
こ
れ
ら
の
類
に
転
ず

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
何
故
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
世

界
に
は
一
つ
の
絶
対
の
真
理
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で（
十
六
）

す
。
主
な
る
神
様
が

そ
の
よ
う
な
真
理
な
る
お
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
に
は
仏
教
、
道

教
、
占
い
、
風
水
、
人
相
見
の
諸（
十
七
）

術
は
い
ず
れ
も
偽
り
誑
か（
十
八
）

し
の
も
の
と

な
り
ま
す
。
一
方
に
愛
、
信
仰
、
希
望
を
向
け
る
な
ら
、
お
の
ず
と
最
早
、

他
方
に
愛
、
信
仰
、
希
望
を
向
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ（

十
九
）ん

。
こ
れ
に
背
く

こ
と
は
お
き
て
を
犯
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
ら
つ
み
と
が
を
求
め（
二
十
）

る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
は
す
べ
て
魔
術
に
属
し
ま
す
。
人

が
こ
れ
ら
の
も
の
も
同
時
に
信
じ
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
主
な
る
神
様
へ

の
信
仰
を
失
う
こ
と
で
し
ょ
（
二
十
一
）

う
。

 
 

問
い

 

あ
な
た
の
お
教
え
で
は
、
主
な
る
神
様
の
ほ
か
聖
人
に
も
仕
え
る
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
（
二
十
二
）

か
。

 
 

答
え

 

わ
た
し
た
ち
の
御
教
え
の
も
ろ
も
ろ
の
聖
人
は
地
上
に
あ
っ
た
そ
の

昔
、
こ
と
ご
と
く
主
な
る
神
様
だ
け
を
敬
い
崇
め
て
い
ま
し
た
。
聖
人
た

ち
は
い
ま
だ
か
つ
て
自
分
一
人
だ
け
が
尊
い
な
ど
と
誇
っ
た
こ
と
な
ど
あ

り
ま
せ
（
二
十
三
）

ん
。
そ
れ
は
仏
教
や
道
教
の
経
典
に
お
い
て
は
仏
や
神
が
人
に
自

分
た
ち
だ
け
に
供
奉
す
る
よ
う
に
教
え
、
主
な
る
神
様
に
説
き
及
ん
で
い

な
い
の
と
は
異
な
り
ま
（
二
十
四
）

す
。
そ
れ
ら
の
経
典
で
は
甚
し
く
は
主
な
る
神
様

が
自
分
た
ち
の
仏
や
神
に
供
奉
す
る
と
偽
り
を
言
っ
て
い
る
の
で
（
二
十
五
）

す
。

 

と
い
う
わ
け
で
、
主
な
る
神
様
が
わ
た
し
た
ち
に
幸
い
を
恵
ま
れ
る
よ

う
に
お
祈
り
の
お
取
り
継
ぎ
を
願
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
諸
聖
人
に
も
お

仕
え
す
る
わ
け
に
ほ
か
な
り
ま
せ
（
二
十
六
）

ん
。
一
体
、
諸
聖
人
に
お
仕
え
す
る
こ

と
を
主
な
る
神
様
に
お
仕
え
す
る
こ
と
の
上
位
に
置
く
よ
う
な
こ
と
は
恐

ろ
し
く
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

問
い

 

主
な
る
神
様
は
目
に
見
え
る
形
が
な
く
、
耳
に
聞
こ
え
る
声
を
発
す
る

こ
と
が
な
く
、
霊
を
も
っ
て
礼
拝
す（
二
十
七
）

る
お
方
で
あ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、

ど
う
し
て
御
像
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

 
 

答
え

 

そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
片
時
も
心
が
眠
ら
な
い
よ
う
に
心
を
集
中
さ
せ

る
た
め
に
御
像
を
手
段
と
し
て
求
め
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す

（『
敬
聖
像（
二
十
八
）

論
』
参
照
）。
ま
し
て
主
な
る
神
様
は
こ
の
世
に
お
降
り
に
な
ら

れ
る
に
あ
た
り
、
人
間
の
体
を
帯
び
て
世
を
救
お
う
と
さ
れ
た
の
で
す

か（
二
十
九
）

ら
、
ど
う
し
て
御
像
を
通
し
て
お
仕
え
出
来
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
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し
ょ（
三
十
）

う
。

「
第
二
の
お
き
て
」

「
主
な
る
神
様
の
御
名
を
唱
え
て
偽
り
の
誓
い
を
し
て
は
な
り
ま
せ
（
三
十
一
）
ん
。」

 

こ
の
お
き
て
は
言
葉
に
よ
っ
て
主
な
る
神
様
に
お
仕
え
申
し
上
げ
る
た

め
の
も
の
で
す
。
こ
の
お
き
て
に
は
四
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
め

は
人
に
主
な
る
神
様
の
御
名
を
お
呼
び
す
る
場
合
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
教
え
ま
す
。
二
つ
め
は
人
に
主
な
る
神
様
の
御
前
で
お
誓
い
す
る

場
合
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
教
え
ま
す
。
三
つ
め
は
人
に
主
な
る

神
様
に
お
願
い
を
申
し
出
る
場
合
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
教
え

ま
す
。
四
つ
め
は
主
な
る
神
様
を
賛
美
す
る
場
合
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
教
え
ま
す
。

 

主
な
る
神
様
の
御
名
を
呼
ぶ
者
は
敬
虔
な
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
好
い
加
減
な
態
度
を
取
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
遊
び
戯
れ

る
類
の
と
き
に
み
だ
り
に
主
な
る
神
様
の
聖
な
る
御
名
を
唱
え
る
こ
と
な

ど
は
、
浮
薄
な
言
葉
に
よ
っ
て
主
な
る
神
様
を
汚
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
た
と
え
ば
幸
い
が
与
え
ら
れ
災
い
が
取
り
去
ら
れ
る
よ
う
に
願
い

求
め
て
主
な
る
神
様
の
御
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
、
信
仰
、
希
望
、
愛
の
三
つ

の
徳
の
中
の
希
望
の
心
に
属
し
ま
す
か
ら
、
ま
ご
こ
ろ
と
畏
れ
の
二
つ
の

思
い
が
が
し
っ
か
り
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
充
分
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
で
（
三
十
二
）

す
。

 

主
な
る
神
様
の
御
前
で
お
誓
い
す
る
場
合
、
相
応
し
い
か
否
か
は
、
真

実
で
あ
る
こ
と
、
正
し
い
こ
と
、　

切
な
る
こ
と
の
三
つ
の
点
か
ら
判
断

す
べ
き
で
す
。
お
誓
い
す
る
者
は
主
な
る
神
様
に
自
分
の
こ
と
を
証
し
立

て
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
願
い
求
め
ま
す
。
そ
れ
は
誓
う
者
は
主
な
る
神
様

が
全
知
、
全
善
に
し
て
至
聖
な
る
唯
一
の
お
方
で
あ
ら
れ
る
こ
（
三
十
三
）

と
を
よ
く

心
得
て
い
る
か
ら
で
す
。

 

も
し
誓
い
が
偽
り
の
気
持
ち
か
ら
出
て
お
り
、
主
を
欺
い
て
主
に
保
証

さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
（
三
十
四
）

ば
、
そ
れ
は
主
が
全
知
な
る
お
方
で
あ

ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
故
意
に
主
を
欺
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

も
し
誓
い
の
こ
と
が
ら
が
邪
悪
な
も
の
に
由
来
し
て
お
り
、
主
を
欺
い
て

主
に
保
証
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
が
全
善
な
る

お
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
故
意
に
不
正
に
引
き
込
も
う
と
す
る

も
の
で
す
。
も
し
誓
い
の
関
係
す
る
も
の
が
さ
し
て
切
実
な
も
の
で
な

く
、
主
を
欺
い
て
主
に
保
証
さ
せ
る
よ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
く
だ
く
だ
し

さ
に
よ
っ
て
聖
性
を
汚
し
、
天
上
の
主
を
軽
ん
じ
侮
る
も
の
で
（
三
十
五
）

す
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
神
様
の
御
前
で
お
誓
い
す
る
場
合
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
が
ら
の
う
ち
の
主
な
も
の
で
す
。

 

主
な
る
神
様
に
祈
り
願
う
場
合
、
願
い
ご
と
は
真
実
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
正
し
く
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
主
な
る
神
様
に
対
し
て
切
実
に
訴
え
る

べ
き
も
の
で
（
三
十
六
）

す
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
現
実
に
実
行
す
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す
。
願
い
ご
と
が
或
い
は
真
実
で
な
く
、
正

し
く
な
く
、
ま
た
主
な
る
神
様
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
な
い
の
に
願

い
ご
と
を
す
る
の
は
た
と
え
ば
悪
辣
な
盗
賊
が
謀
反
を
起
こ
す
よ
う
な
も

の
で
す
。
正
義
を
害
う
こ
と
が
（
三
十
七
）

ら
は
す
べ
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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願
い
ご
と
に
つ
い
て
は
真
実
か
つ
正
し
く
あ
る
こ
と
で
す
。
主
な
る

神
様
に
対
し
て
切
実
に
訴
え
る
も
の
が
大
い
に
あ
る
内
容
で
あ
る
こ
と

で
す
。
た
だ
言
葉
を
並
べ
る
だ
け
で
、
実
践
に
ま
で
至
ら
な
い
な
ら
ば
、

虚
し
い
願
い
ご
と
と
呼
ば
れ
、
聴
か
れ
な
い
の
で
す
。
そ
の
罪
の
大
な

る
こ
と
は
必
定
で
す
。

 

そ
の
他
、
み
ず
か
ら
仏
教
や
道
教
の
お
寺
へ
行
き
、
仏
教
や
道
教
等
の

仏
像
や
神
像
の
前
で
誓
っ
た
り
願
い
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
絶

対
に
し
て
は
い
け
ま
せ
（
三
十
八
）

ん
。
も
し
昔
、
誤
っ
て
そ
う
し
た
こ
と
を
し
た
と

し
て
も
、
再
び
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 

主
な
る
神
様
を
賛
美
す
る
の
は
、
主
な
る
神
様
が
人
を
こ
の
世
に
誕
生

さ
せ
る
と
き
、
肉
体
と
霊
魂
を
賦
与（
三
十
九
）

し
、
幼
い
子
供
の
と
き
か
ら
老
い
て

死
に
至
る
ま
で
食
べ
た
り
休
ん
だ
り
立
っ
た
り
座
っ
た
り
、
い
つ
い
か
な

る
と
き
も
目
に
見
え
な
い
形
で
か
ば
い
守
っ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で（
四
十
）

す
。
そ

の
恵
み
の
お
働
き
は
到
底
計
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
（
四
十
一
）

ん
。

 

で
す
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
ま
た
絶
え
ず
主
な
る
神
様
を
賛
美
し
て
そ
の

恵
み
の
お
働
き
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
（
四
十
二
）

す
。
た
と
い
病
、
貧
し
さ
や
苦
難

に
襲
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
或
い
は
主
な
る
神
様
が
こ
れ
ら
を
き
っ

か
け
に
過
ち
を
悔
い
改
め
善
に
移
る
こ
と
を
人
に
お
望
み
な
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
ま
た
大
き
な
お
恵
み
な
の
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
る
人
々
は
耐
え
き
れ
ず
に
、
天
を
呼
ば
わ
っ

て
恨
み
を
述
べ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
（
四
十
三
）

す
。
こ
れ
も
ま
た
第
二
の
お
き
て

を
大
き
く
犯
す
も
の
な
の
で
す
。

「
第
三
の
お
き
て
」

「
礼
拝
の
日
を
守
り
な
さ（
四
十
四
）

い
。」

 

こ
の
お
き
て
は
人
に
外
的
儀
礼
に
よ
っ
て
主
な
る
神
様
に
お
仕
え
す
る

こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
主
な
る
神
様
は
天
と
地
、
人
や
物
を
全
部
で
六

日
間
で
お
造
り
に
な
ら
れ
、
七
日
め
に
な
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
お
仕
事
を
お

や
め
に
な
ら
れ
ま
し
（
四
十
五
）

た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
主
な
る
神
様
は
七
日
め
を
す

べ
て
礼
拝
の
日
と
定
め
る
よ
う
に
古
の
聖
人
と
契
約
し
、
そ
の
民
に
こ
れ

を
守
ら
せ
ら
れ
ま
し
（
四
十
六
）

た
。
そ
れ
は
ま
た
世
の
中
の
人
々
が
休
む
間
も
な
く

懸
命
に
働
く
の
は
わ
が
身
と
わ
が
家
の
こ
と
だ
け
を
慮
る
か
ら
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
内
な
る
霊
魂
は
す
さ
ん
で
と
と
の
え
ら
れ
ま
せ
（
四
十
七
）

ん
。
主
な
る

神
様
は
こ
の
こ
と
を
深
く
お
憐
れ
み
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
こ
の

第
七
日
―
大
統（
四
十
八
）

暦
で
は
房
宿
、
星
宿
、
昴
宿
、
虚
宿
に
当
た（
四
十
九
）

る
―
に
聖
堂

に
入
っ
て
祭
儀
に
あ
ず
か
り
、
主
を
仰
ぎ
見
て
み
な
で
丸
く
な
っ
て
跪
き

主
を
礼
拝
し
、
主
の
恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
さ
れ
た
の

で（
五
十
）

す
。

 

こ
の
日
に
は
会
衆
は
み
な
サ
チ
ェ
ル
ド
ウ
（
五
十
一
）

ト
―
司
祭
の
名
称
―
を
囲
ん

で
、
彼
が
説
教
し
て
聖
書
の
意
味
を
説
き
明
か（
五
十
二
）

す
の
に
傾
聴
し
ま
す
。
司

祭
は
も
ろ
も
ろ
の
信
（
五
十
三
）

者
に
罪
を
懺
悔
さ
せ
て
そ
の
霊
魂
が
洗
い
清
め
ら
れ

た
状
態
に
至
ら
せ
ま
（
五
十
四
）

す
。
あ
あ
、
実
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

 
そ
も
そ
も
他
の
日
を
使
っ
て
体
を
と
と
の
え
、
こ
の
日
を
使
っ
て
霊
を

と
と
の
え
る
の
で
（
五
十
五
）

す
。
で
す
か
ら
こ
の
日
は
ま
こ
と
に
得
難
い
大
切
な
日

な
の
で
（
五
十
六
）

す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
日
が
来
る
と
、
身
を
清
め
恭
し
い
思
い

を
も
っ
て
仕
事
を
止
め
礼
拝
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
際
に
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は
、
自
ら
出
向
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
五
十
七
）

し
、
祭
儀
に
心
を
集
中
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
（
五
十
八
）

ん
。
た
だ
名
目
的
に
つ
と
め
を
す
る
だ
け
で
、
こ
の
お

き
て
を
好
い
か
げ
ん
に
守
る
よ
う
な
こ
と
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
の
こ
と

で（
五
十
九
）

す
。
も
し
或
い
は
遊
び
惚
け
て
礼
拝
の
お
つ
と
め
に
専
念
し
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
は
お
き
て
を
守
る
こ
と
に
な
り
ま
せ（
六
十
）

ん
。
た
と
え
礼
拝
に
出
て

い
て
も
心
が
よ
そ
へ
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
礼
拝
を

守
っ
て
い
て
も
守
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
心
を
砕
く
べ
き
で
す
。

 
 

問
い

 

富
め
る
者
な
ら
ば
お
き
て
を
守
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
（
六
十
一
）

す
。
し
か
し
例

の
貧
し
い
人
の
場
合
、
一
日
休
め
ば
一
日
分
の
仕
事
が
お
ろ
そ
か
に
な
り

ま（
六
十
二
）

す
。
ど
う
し
て
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
官
職
に
つ
い
て

い
る
者
や
庶
民
は
お
の
お
の
日
々
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
り

ま（
六
十
三
）

す
。
七
日
め
に
仕
事
を
休
ん
で
礼
拝
す
る
と
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
差
障

り
が
な
く
て
す
み
ま
し
ょ
う
。

 

そ
も
そ
も
役
人
が
な
す
べ
き
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
職
務
が
滞
り

ま（
六
十
四
）

す
。
読
書
人
が
な
す
べ
き
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
学
問
が
廃
り
ま
（
六
十
五
）

す
。

庶
民
が
な
す
べ
き
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
活
動
が
止
ま
り
ま
（
六
十
六
）

す
。
そ
の
う

ち
庶
民
の
場
合
、
と
り
わ
け
深
刻
で
す
。
た
と
え
ば
雇
傭
人
な（
六
十
七
）

ど
は
そ
れ

に
よ
っ
て
時
間
を
使
え
ず
仕
事
が
う
ま
く
行
き
ま
せ
（
六
十
八
）

ん
。
ひ
ど
い
場
合
に

は
主
人
は
そ
の
雇
傭
人
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た

仕
事
を
休
ん
で
礼
拝
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
で

す
。

 
 

答
え

 

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庶
民
は
朝
か
ら
晩
ま
で
手
元
不
如
意
で
休
む

間
も
な
く
働
き
づ
め
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
わ
ず
か
の
収
入
は

大
体
、
父
母
に
仕
え
る
こ
と
と
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
使
わ
れ
る
だ
け

な
の
で
す
。
そ
れ
は
主
な
る
神
様
に
お
仕
え
す
る
こ
と
を
第
一
に
し
て
い

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
家
族
に
た
と
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
が
毎
月

入
っ
て
来
る
給
料
を
父
母
に
お
仕
え
す
る
こ
と
に
用
い
な
い
で
、
た
だ
自

分
と
妻
子
と
の
た
め
に
使
っ
て
汲
汲
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
親
孝
行
と
言

え
る
で
し
ょ
う
（
六
十
九
）

か
。
自
分
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
礼
拝
を
捧
げ
る

者
に
は
み
な
「
受
け
取
る
給
料
の
半
分
を
取
っ
て
お
い
て
主
な
る
神
様
に

お
捧
げ
し
な
さ
い
」
と
言
う
べ
き
で（
七
十
）

す
。

 

ま
し
て
人
は
一
箇
月
の
間
に
お
酒
を
飲
ん
だ
り
精
の
つ
く
美
味
し
い
も

の
を
食
べ
た
り
、
山
野
を
歩
き
回
っ
た
り
遊
び
戯
れ
た
り
す
る
も
の
で

す
。
そ
う
し
た
暇
は
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
礼
拝
の
場
合
は
「
差
障
り
が

あ
る
」
と
か
「
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
」
と
か
と
述
べ
立
て
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
し
て
お
酒
を
飲
ん
だ
り
精
の
つ
く
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
り
、
山

野
を
歩
き
回
っ
た
り
遊
び
戯
れ
た
り
す
る
こ
と
に
使
う
時
間
を
束
の
間
の

礼
拝
に
充
て
な
い
の
で
し
ょ
う
（
七
十
一
）

か
。

 

と
こ
ろ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
は
七
日
め
は
い
つ
も
日
の
出
か
ら
夕

暮
れ
ま
で
ふ
だ
ん
し
て
い
る
仕
事
を
完
全
に
休
み
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

た
だ
朝
の
短
い
時
間
の
礼
拝
に
専
念
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で（
七
十
二
）

す
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
「
厳
し
い
」
な
ど
と
言
う
の
で
し
ょ

う（
七
十
三
）

か
。
ま
し
て
一
日
仕
事
を
休
ん
で
礼
拝
を
捧
げ
れ
ば
、
主
な
る
神
様
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は
一
日
分
の
報
い
を
く
だ
さ
い
ま
す
。
は
っ
き
り
目
に
見
え
る
形
で
は

な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
と
は
気
づ
か
な
い
形
で
確
か
に
報
い
を
い
た
だ
く

の
で
（
七
十
四
）

す
。
今
は
現
わ
れ
な
く
と
も
、
将
来
確
か
に
報
い
を
い
た
だ
く
の

で（
七
十
五
）

す
。
知
ら
れ
ず
報
わ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
と
言
い
逃
れ
を
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
（
七
十
六
）

ん
。

 

あ
る
い
は
人
に
ど
う
し
て
も
回
避
出
来
な
い
用
事
が
生
じ
て
も
礼
拝
を

し
っ
か
り
守
る
心
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
礼
拝
を
守
る
こ
と
が
出

来
な
い
に
し
て
も
、
主
な
る
神
様
は
お
の
ず
と
事
情
を
お
分
か
り
く
だ
さ

る
の
で
（
七
十
七
）

す
。注

（
一
） 

原
文
は
「
第
一
誡
」（
十
四
葉
表
）。「
十
戒
」
の
「
戒
」
に
当
た
る
原
語

ʻm
andatum

ʼ 

で
あ
り
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
現
在
、一
般
に
「
お
き
て
（
掟
）」

と
訳
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅰ
、
二
九
七
頁
、

研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
Ⅰ
、
九
〇
三
頁
）。
一
九
七
二
年
に
出
た
カ
ト

リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
発
行
の
『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
（
改
訂
版
）』
で
は
「
第
一
戒
」

と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
（
同
書
、
一
三
三
頁
）
が
、
二
〇
〇
二
年
に
出
た
カ

ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
発
行
の
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
教
理
委
員
会
訳
・

監
修
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
で
は
「
第
一
の
お
き
て
」
と
し
て
い

る
（
六
一
八
頁
）。
こ
こ
で
は
現
在
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
名
称
を
用
い
る
こ
と
に

し
た
。

 
 

た
だ
「
十
戒
」
と
い
う
語
は
仏
教
で
も
用
い
、
世
俗
の
人
間
が
守
る
べ
き
十
個

の
戒
め
、
す
な
わ
ち
殺
生
・
偸
盗
・
邪
婬
・
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
・
貪
欲
・

瞋
恚
・
愚
癡
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
指
す
（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典　

縮
刷
版
』

東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
、
五
九
一
頁
）。
明
末
中
国
の
人
々
に
と
っ
て
「
十
戒
」

と
い
う
語
は
な
に
よ
り
も
仏
教
語
と
し
て
の
響
き
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う

か
ら
、
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
以
下
の
十
戒
の
説
明
に
お
い
て
当
然
、
仏
教
の
十
戒
を

視
野
に
入
れ
な
が
ら
天
主
教
の
十
戒
の
独
自
性
を
詳
述
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
二
） 

原
文
は
「
欽
崇
一
天
主
萬
物
之
上
」（
十
四
葉
表
）。
“non habebis deos 

alios coram
 m

e;

” (Catechism
us Catholicus, cura et studio Petri 

Cardinalis G
asparri concinatus, Typis Polyglottis Vaticans, 1933, 

p. 23)

。
ド
ミ
ニ
コ
会
研
究
所
編
、
本
田
善
一
郎
訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
―
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
の
ま
と
め
―（
改
訂
版
）』（
東
京
大
司
教
認
可
、ド
ン
・

ボ
ス
コ
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、「
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
拝
み
、
主
に
仕
え

な
さ
い
」（
同
書
、
一
五
〇
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト

記
二
十
章
二
、
三
節
「
わ
た
し
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
、

奴
隷
の
家
か
ら
導
き
出
し
た
神
で
あ
る
。
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
を
お
い
て
ほ
か

に
神
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」（
以
下
、
旧
約
聖
書
の
日
本
語
訳
は
新
共
同
訳
、

新
約
聖
書
の
日
本
語
訳
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
を
用
い
る
）
が
対
応
す
る
。
こ
の

箇
所
は
、
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
“Ego sum

 Dom
inus Deus tuus, qui eduxite de 

terra Aegypti, de dom
o servitutis. N

on habebis deos alienos coram
 

m
e

”、
代
表
訳
で
は
「
我
耶
和
華
、
爾
之
上
帝
、
導
爾
出
埃
及
、
脱
爾
於
賤
役
者
、

余
而
外
、
不
可
别
有
上
帝
。」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
「
我
乃
耶
和
華
爾
之
神
、
卽
導
爾
出

埃
及
地
、離
爲
奴
之
宅
者
。
我
之
外
、爾
母
别
有
神
。」、Union Version

で
は
「
我

是
耶
和
華
你
的
上
帝
、
曾
將
你
從
埃
及
地
爲
奴
之
家
領
出
来
。
除
了
我
以
外
、
你

不
可
有
別
的
神
。」
と
な
っ
て
い
る
。
教
要
解
略
の
第
一
の
お
き
て
の
漢
文
は
近
代

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
漢
訳
聖
書
の
文
章
と
は
大
幅
に
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

（
三
） 
原
文
は
「
一
至
尊
」（
十
四
葉
表
）。「
至
尊
」
は
単
に
尊
い
と
い
う
意
味
だ
け
で

な
く
、
皇
帝
の
意
味
に
も
な
る
。
従
っ
て
教
要
解
略
に
お
い
て
も
天
地
万
物
を
統

べ
治
め
る
絶
対
的
存
在
と
い
う
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。

（
四
） 

原
文
は
「
崇
祀
而
敬
奉
之
。」（
十
四
葉
表
）。
こ
こ
で
は
主
な
る
神
に
最
大
級
の

礼
拝
を
捧
げ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
五
） 
原
文
は
「
釋
衟
等
異
端
」（
十
四
葉
表
）。
中
国
語
で
「
異
端
」
は
実
質
的
に
儒

教
以
外
の
教
え
の
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。『
論
語
』「
為
政
」
の
「
攻
乎
異
端

0

0

、

斯
害
也
已
！
」（
傍
点
、
筆
者
注
。
以
下
同
じ
）
の
集
注
に
は
、「
范
氏
曰
…
異
端

0

0

、

非
聖
人
之
道

0

0

0

0

0

、
而
別
爲
一
端
、
如
楊
墨
是
也
。
其
率
天
下
至
於
無
父
無
君
、
專
治

而
欲
精
之
、
爲
害
甚
矣
！
」（
新
編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』
中
華
書
局
、
五

十
七
頁
）
と
あ
る
。
中
国
語
本
来
の
「
異
端
」
は
、「
異
端
」
と
一
般
に
訳
さ
れ
る

西
洋
のʻhaeresiaʼ

（
羅
）やʻhairesisʼ

（
希
）が
「
キ
リ
ス
ト
教
教
会
内
の
一
致
を

乱
す
分
裂
や
分
派
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
・
分
派
・
グ
ル
ー
プ
」（
高
柳

俊
一
「
異
端
」
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
Ⅰ
、一
九
九
六
年
、四
七
五
頁
）

を
意
味
す
る
の
と
は
異
な
り
、
原
理
的
に
は
儒
教
の
道
徳
主
義
に
与
し
な
い
と
こ

ろ
の
、
具
体
的
に
は
儒
教
以
外
の
宗
教
を
指
す
。
仏
教
や
道
教
が
「
異
端
」
と
見

な
さ
れ
る
本
質
的
根
拠
は
こ
れ
ら
が
儒
教
の
擬
制
的
血
縁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
道
徳
主
義
と
本
質
的
に
対
立
す
る
要
素
を
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
り
、
逆
に
儒
教
以

外
の
宗
教
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
儒
教
の
道
徳
主
義
を
補
強
す
る
機
能
を
持
つ

限
り
に
お
い
て
「
異
端
」
と
は
見
な
さ
れ
な
い
余
地
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

（
六
） 

原
文
は
「
淫
祀
」（
十
四
葉
表
）。『
礼
記
正
義
』
巻
第
五
「
曲
礼　

下
」
に
「
非0

其
所
祭
而
祭
之

0

0

0

0

0

0

、
名
曰
『
淫
祀

0

0

』、
淫
祀
無
福
。」（
十
三
經
注
疏
整
理
本
第
十
二
冊
、

北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
（『
大
漢
和
辞
典
』

七
巻
三
十
二
頁
、『
漢
語
大
詞
典
』
五
冊
一
三
九
一
頁
）、「
淫
祀
」
と
は
本
来
、
礼

拝
の
対
象
と
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
、
誤
っ
て
礼
拝
す
る
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

（
七
） 

原
文
は
「
天
無
二
日
、
民
無
二
王
」（
十
四
葉
表
）。『
孟
子
』「
萬
章
章
句　

上
」

に
「
孟
子
曰
︰
『
否
。
此
非
君
子
之
言
、齊
東
野
人
之
語
也
。
…
…
孔
子
曰
︰
「
天0

無
二
日

0

0

0

、民
無
二
王

0

0

0

0

。」
…
…
。』（
新
編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』、三
〇
六
頁
）

と
あ
る
。『
礼
記
正
義
』
巻
第
十
八
『
曽
子
問
第
七
」
等
で
は
、「
天
無
二
日
、
土

無
二
王
。（
十
三
經
注
疏
整
理
本
第
十
三
冊
、
六
八
四
頁
）。
と
あ
る
よ
う
に
、「
民
」

が
「
土
」
に
な
っ
て
い
る
。

（
八
） 

原
文
は
「
善
事
」（
十
四
葉
表
）。「
善
」
は
こ
こ
で
は
「
妥
善
地
、好
好
地
」（『
古

今
漢
語
詞
典
』
商
務
印
書
館
、
一
二
四
八
頁
）
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
九
） 

「
三
つ
の
徳
」
と
訳
し
た
原
文
の
「
三
德
」（
十
四
葉
表
）
は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学

で
言
う
と
こ
ろ
の
「
対
神
徳
」（virtus theologica

）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
人
間
が
行
為
の
習
慣
化
や
探
求
を
通
じ
て
自

ら
獲
得
す
る
倫
理
徳
や
知
的
徳
と
異
な
り
、
対
神
徳
は
恩
恵
に
よ
り
魂
に
注
入
さ

れ
る
も
の
（
注
賦
的
徳virtus infusa

）」（
加
藤
和
哉
「
対
神
徳
」『
岩
波
キ
リ
ス

ト
教
辞
典
』、
七
一
一
頁
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
信
者
に
な
る
前
で
も
、

信
・
望
・
愛
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
人
間
的
な
徳
の
範
囲
を

出
な
い
。
信
者
に
な
れ
ば
、
超
自
然
的
な
方
法
で
…
…
（
そ
そ
）
が
れ
る
。」（
小

林
珍
雄
編
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』
東
京
堂
、
一
〇
八
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

基
本
的
に
信
者
の
徳
で
あ
る
。

（
十
） 

原
文
は
「
眞
主
」（
十
四
葉
表
）。

（
十
一
）
原
文
は
「
萬
有
之
宗
根
」（
十
四
葉
表
）。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ア
レ
ニ
に
『
萬

物
眞
原
』
と
い
う
題
名
の
書
一
巻
（
崇
禎
元
年
〔
一
六
二
八
年
〕
始
刻
、
乾
隆
五

十
六
年
〔
一
七
九
一
年
〕
重
訂
）
が
あ
る
（N

icolas Standaert

、
杜
鼎
克
、
黄

一
農
、
祝
平
一
等
編
『
徐
家
匯
藏
書
樓
清
天
主
教
文
獻
』
第
一
冊
、
輔
仁
大
学
神

学
院
、
一
九
九
六
年
所
収
）。

（
十
二
）
原
文
は
「
大
父
大
母
」（
十
四
葉
裏
）。
明
末
の
天
主
教
士
人
韓
霖
の
『
鐸
書
』

の
「
孝
順
父
母
」
の
箇
所
に
は
、「
吾
人
要
知
、
天
為
大
父
母

0

0

0

。
詩
云
、
悠
悠
昊
天
、

曰
父
母
且
。」
前
掲
『
徐
家
匯
藏
書
樓
明
清
天
主
教
文
獻
』
第
二
冊
、
輔
仁
大
学
神

学
院
、
一
九
九
六
年
、
六
三
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
末
の
天
主
教
に
お
い
て

「
大
父
母
」
は
『
詩
経
』「
小
雅
」「
巧
言
」
の
冒
頭
の
二
句
に
典
拠
を
置
い
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
更
に
、『
鐸
書
』
で
は
「
次
則
皇
上
爲
大
父
母

0

0

0

。
書
洪
範
曰
、
天
子

作
民
父
母
、
以
爲
天
下
王
。」（
同
書
、
六
四
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
書
経
』「
洪

範
」
の
句
を
典
拠
に
、
皇
帝
を
も
「
大
父
母
」
と
し
て
い
る
（
典
拠
の
詳
細
に
つ

い
て
は
孫
尚
揚
・
肖
清
和
等
校
注
『「
鐸
書
」
校
注
』
華
夏
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
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に
お
世
話
に
な
っ
た
）。
韓
霖
は
、
南
京
教
難
後
名
を
高
一
志
と
改
め
山
西
伝
道

に
従
事
し
た
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
か
ら
銃
法
を
学
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
信
仰
上
に
お
い

て
も
多
く
を
学
ん
だ
（Paul Yap Teh-Lu, J.C. Yang ʻH

AN
 Lin

,̓ Arthur, 
W

. H
um

m
el (ed.), Em

inent Chinese of the Chʻing Period, Vol. 1, 
pp. 274–275

）
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
「
東
林
党
人
榜
」
の
中
に
名
を
列
ね
て
い
る

（『
酌
中
志
餘
』
巻
上
、
五
葉
裏
）。
神
を
「
大
父
母
」
と
し
て
仰
ぐ
だ
け
で
な
く
、

神
と
肉
親
の
父
母
の
間
に
皇
帝
を
「
大
父
母
」
と
し
て
仰
ぐ
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で

あ
る
。
神
―
皇
帝
―
民
が
直
列
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
に
、
東
林
派
士
人
の
天
主
教

受
容
の
特
質
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

 
 

た
だ
黄
一
農「
明
清
天
主
教
在
山
西
絳
州
的
發
展
及
其
反
彈
」に
よ
れ
ば「
韓
霖
」

は
陜
西
省
涇
陽
県
の
人
「
韓
琳
」
の
誤
記
で
あ
る
（
中
央
研
究
院
『
近
代
史
研
究

所
集
刊
』
第
二
十
六
期
、
一
九
九
六
年
、
十
六
頁
）。
し
か
し
民
国
十
八
年
鈆
印
本

『
新
絳
縣
志
』「
文
儒
傳
」
に
「
又
嘗
學
兵
法
於
徐
公
諬
、
學
銃
法
於
高
則
聖
、
有

志
用
世
。」（
中
國
方
志
叢
書
『
新
絳
縣
志
』（
二
）
成
文
出
版
社
、
四
〇
一
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
韓
霖
は
東
林
派
に
近
い
徐
光
啓
か
ら
兵
学
を
学
び
、
経
世
致
用
の

精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
彼
は
東
林
派
に
名
前
を
列
ね
な
い
ま

で
も
実
態
的
に
は
東
林
派
と
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 

韓
霖
は
黄
一
農
同
論
文
に
記
す
よ
う
に
（
十
六
頁
）、
復
社
に
名
前
を
列
ね
る
人

物
で
あ
る（「
山
西　

韓　

霖
字
雨
伯
平
陽
府
絳
州
人
天
啓
辛
酉
舉
人　

山
西
通
志
」

〔
呉
山
嘉
輯
『
復
社
姓
氏
傳
略
』
巻
十
、
七
葉
裏
。
中
国
書
店
、
一
九
九
〇
年
〕）。

大
久
保
英
子
に
よ
れ
ば
、「
復
社
は
小
東
林
と
し
て
発
展
し
、
崇
禎
５
年
復
社
大

会
に
は
呉
県
の
虎
邱
に
数
千
人
も
の
読
書
人
が
中
国
各
地
か
ら
集
合
す
る
に
至
っ

た
。」（『
明
清
時
代
書
院
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
、
一
六
三
頁
）
と

あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
韓
霖
は
東
林
派
の
系
譜
に
属
す
る
人
物
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

 
 

た
だ
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
教
要
解
略
の
「
第
四
誡　

孝
敬
父
母
」
の
箇
所
で
は
こ

の
よ
う
に
踏
み
込
ん
だ
説
明
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
『
鐸
書
』
は
孫

尚
揚
に
よ
れ
ば
、「
天
主
教
の
倫
理
思
想
と
中
国
倫
理
思
想
の
中
の
大
伝
統
（
儒
家

の
精
英
倫
理
）
と
小
伝
統
（
仏
教
と
道
教
の
影
響
を
受
け
た
善
書
倫
理
）
と
を
熔

解
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
互
い
を
整
合
さ
せ
、
本
質
的
に
は
天
主
教
的
な
倫
理
の

構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
」（『「
鐸
書
」
校
注
』、
七
頁
）。
従
っ
て
こ
れ
は
天

主
教
倫
理
の
精
髄
で
あ
る
十
戒
の
中
国
的
展
開
と
深
く
関
連
す
る
の
で
、
以
下
の

訳
注
で
は
随
時
取
り
上
げ
る
。

（
十
三
）
原
文
は
「
庇
祐
而
陰
相
之
」（
十
四
葉
裏
）。「
陰
」
は
「
蔭
」
に
通
じ
、「
陰
相
」

は
「
庇
祐
」
の
言
い
換
え
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
十
四
）
原
文
は
「
功
德
」（
十
四
葉
裏
）。「
功
徳
」
は
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
、「
善
根

を
修
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
人
に
備
わ
っ
た
徳
性
」（「
功
徳
」
中
村
元
他
編
『
岩

波
仏
教
辞
典
』、
二
一
〇
頁
）
を
指
す
。
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
「
功
徳
」
と
い

う
仏
教
語
を「
天
主
の
御
前
に
報
賞
を
か
ち
得
べ
き
道
德
的
善
業
」（K. Feckes

「
功

德
」、
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅱ
、
五
十
一
頁
）
の
意
味
でʻM

eritum
ʼ

の
訳
語
と
し
て
用
い
る
。
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』（
縮
刷
版
）
の
「
功
徳
」
の

語
義
の
第
九
番
に
「
す
ぐ
れ
た
結
果
を
招
く
能
力
が
、
善
の
行
為
に
徳
と
し
て
具

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。」（
二
六
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
仏
教
語
の
「
功
徳
」

の
こ
の
よ
う
な
意
味
の
側
面
が
天
主
教
の
「
功
徳
」
と
い
う
語
に
引
き
継
が
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。「
功
徳
」
と
漢
訳
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
はʻgun

4aʼ

で

あ
り
、Ｖ
・
Ｓ
・
ア
プ
テ
『
梵
英
辞
典
』（
改
訂
増
補
版
）（
臨
川
書
店
、一
九
七
八
年
）

で
は
語
義
の
第
二
番
に
、 ʻA good quality, m

erit, virtue, excellenceʼ

（
六

六
一
頁
）（
下
線
、
筆
者
注
）
と
記
し
て
あ
る
。
仏
教
語
の
「
功
徳
」
を
カ
ト
リ
ッ

ク
のʻM

eritum
ʼ

の
意
味
で
用
い
た
の
は
或
い
は
正
し
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
十
五
）
原
文
は
「
愛
者
、
誠
心
慕
念　

天
主
、
在
本
身
妻
子
財
寳
及
世
間
萬
事
萬
物

之
上
。」（
十
四
葉
裏
）

（
十
六
）
原
文
は
「
天
下
惟
有
一
眞
。」（
十
四
葉
裏
）。
仏
教
的
響
き
を
感
じ
さ
せ
る
文

で
あ
る
。「
一
真
」
は
丁
福
保
『
佛
教
大
辞
典
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

で
は
「
又
名
一
如
、
亦
曰
一
實
、
皆
爲
絕
待
之
眞
理
也
。」（
十
八
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
仏
教
語
で
あ
る
。
仏
教
概
念
を
下
敷
き
に
し
て
、
天
主
教
の
絶
対
性
を
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
十
七
）
原
文
は
「
釋
衟
卜
筭
隂
陽
地
理
風
鑑
諸
術
」（
十
四
葉
裏
）。
ア
レ
ニ
『
滌
罪
正

規
』
巻
一
の
「
第
一
誡
」
の
箇
所
で
は
、「
妄
信
百
家
術
數
等
書
」、「
奉
獻
神
佛
香

燭
等
者
」、「
求
籤
求
筴
於
神
廟
、
及
卜
卦
問
課
於
術
士
者
」、「
妄
信
堪
輿
禍
福
者
」、

「
妄
信
星
相
術
家
、
言
造
化
吉
凶
者
」、「
與
僧
衟
術
士
密
處
而
不
避
其
漸
染
者
」
等

を
具
体
的
に
挙
げ
る
（
十
一
葉
裏
、
十
三
葉
表
）（Standaert

編
『
耶
穌
會
羅
馬

檔
案
館
明
清
天
主
教
文
獻
』
第
四
冊
、
台
北
利
氏
學
社
、
三
七
八
頁
―
三
八
三
頁
）。

（
十
八
）
原
文
は
「
僞
幻
」（
十
四
葉
裏
）。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
が
自
ら
拵
え
た
言
葉
で
あ
ろ

う
か
。「
僞
幻
」
と
い
う
語
は
一
つ
の
単
語
と
し
て
通
用
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
見
平
易
な
語
で
あ
る
が
、
大
変
強
い
批
判
の
調
子
が
伴
わ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
申
命
記
十
八
章
十
節
か
ら
十
四
節
に
あ

る
よ
う
に
、
占
い
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
代
表
訳
で
は
「
凡
焚

獻
子
女
、
及
卜
筮
術
數
、
占
師
巫
覡
、
或
左
道
︰
或
崇
憑
於
卜
神
者
、
或
爲
巫
覡
、

或
用
術
而
招
魂
者
、
倶
勿
留
於
四
境
之
内
。
蓋
此
事
爲
耶
和
華
所
惡
、
凡
行
之
者

爲
上
帝
驅
逐
於
爾
前
。」（
申
命
記
十
八
章
十
一
―
十
二
節
）
と
な
っ
て
い
る
。
占

い
の
禁
止
は
そ
れ
ま
で
の
中
国
の
宗
教
に
お
い
て
儒
教
を
含
め
て
な
か
っ
た
こ
と

で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
僞
幻
」
と
い
う
大
変
強
い
調
子
の
語
を
編
み
出
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
十
九
）
原
文
は
「
愛
信
朢
於
此
、
自
不
得
復
愛
信
朢
於
彼
矣
」（
十
四
葉
裏
）。「
愛
」、

「
信
」、「
朢
」
が
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
信
朢
愛
」
の
順
序
で
は

な
く
、「
愛
」
が
先
頭
に
来
て
い
る
。

（
二
十
）
原
文
は
「
自
取
罪
戾
」（
十
四
葉
裏
）。

（
二
十
一
）
原
文
は
「
人
兼
信
托
諸
此
者
、
必
失
天
主
之
信
也
」（
十
四
葉
裏
―
十
五
葉

表
）。「
天
主
之
信
」
はʻfides ad Deum

ʼ

（
ヘ
ブ
ル
書
六
章
一
節
）、
す
な
わ
ち

天
主
に
対
す
る
愛
を
漢
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
ヘ
ブ
ル

書
六
章
一
節
の
中
の
同
箇
所
を
「
向
神
之
信
」
と
明
確
に
神
へ
の
信
仰
と
分
か
る

よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
二
十
二
） 

原
文
は
「
子
教
中
、
於　

天
主
外
、
亦
嘗
神
聖
者
、
何
。」（
十
五
葉
表
）。

内
閣
文
庫
に
は
『
天
學
十
誡
解
略
』
と
『
天
主
聖
像
略
説
』
が
合
本
に
な
っ
た
も

の
（
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
年
）
葉
向
高
の
序
あ
り
。
欽
一
堂
繍
板
）
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
後
者
の
『
天
主
聖
像
略
説
』
に
は
、「
一
件
是
我
們
如
今
看
不
見
的
、

叫
做
天
堂
。
乃
是
天
神

0

0

及
諸
神
聖

0

0

見　

天
主
享
無
量
無
限
的
正
福
樂
的
居
處
。」

（
一
葉
表
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
神
」
はʻAngelusʼ

（
天
使
）、「
神
聖
」
は

ʻSanctusʼ

（
聖
人
）
の
漢
訳
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
二
十
三
） 

原
文
は
「
吾
教
中
諸
神
聖
當
日
悉
獨
欽
崇　

天
主
、
未
嘗
自
擅
一
尊
。」（
十

五
葉
表
）。

（
二
十
四
） 

原
文
は
「
不
若
佛
道
經
藏
中
、
專
令
人
供
奉
巳
、
不
及　

天
主
。」（
十
五

葉
表
）。

（
二
十
五
） 

原
文
は
「
甚
而
妄
言　

天
主
供
奉
己
也
。」（
十
五
葉
表
）。
丁
福
保
『
佛
学

大
辞
典
』
で
は
「
天
主
」
に
つ
い
て
「（
天
名
）
諸
天
之
帝
主
也
。」（
二
三
四
頁
）

と
記
す
。
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
で
は
更
に
「
帝
釈
を
い
う
。」（
九
八
一
頁
）

と
記
す
。
典
拠
と
す
る
『
大
智
度
論
』
第
八
巻
に
は
、「
時
世
無
佛
。
釋
提
桓
因

命
盡
欲
堕
。
自
念
言
。
何
處
有
佛
一
切
智
人
。
處
處
問
難
不
能
斷
疑
。
知
盡
非
佛
。

卽
還
天
上
愁
憂
而
坐
。
巧
變
化
師
毘
首
羯
磨
天
。
問
曰
天
主

0

0

何
以
憂
。」（
大
正
蔵
、

第
二
十
五
巻
、
八
十
八
頁
）
と
あ
る
。
帝
釈
は
「
梵
天
と
と
も
に
仏
教
を
守
護
す

る
神
」（
同
書
、
九
〇
四
頁
）
で
あ
る
。
た
だ
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
で
は
大
自
在

天
を
天
主
と
し
て
い
る
（
第
四
巻
、三
二
二
九
頁
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
仏
教
で
は
「
天

主
」は
仏
よ
り
一
段
地
位
の
低
い
、仏
に
服
属
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

 
 

果
た
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
親
交
の
あ
っ
た
東
林
派
の
領
袖
葉
向
高
は

「
西
學
十
誡
初
解
序
」
の
中
で
、「
自
混
沌
開
闢
以
來
、
世
界
皆
天
所
造
、
决
無
他

物
更
大
於
天
、
而
佛0

氏
乃
以
天

0

0

0

0

爲0

帝0

釋0

、
偃
然
而

0

0

0

據
其
上

0

0

0

。
此
其
爲
謬
誕
無
疑
。

西
氏

0

0

所0

以0

闢
之
力
也

0

0

0

0

。」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
蒼
霞
餘
草
』
巻
五
、
二
十
二
葉
裏
―

二
十
三
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
で
は
天
の
最
高
存
在
を
帝
釈
と
見
な
し
、

こ
れ
に
対
し
て
天
主
教
の
側
は
強
力
に
批
判
を
展
開
し
た
と
記
し
て
い
る
。

（
二
十
六
） 
原
文
は
「
故
吾
等
亦
事
諸
神
聖
朢
其
轉
祈　

天
主
福
我
耳
。」（
十
五
葉
表
）。

カ
ト
リ
ッ
ク
の「
聖
人
崇
敬
」（Cultus Sanctorum

）の
現
わ
れ
と
し
て
の「
代
願
」

（Intercessio
）（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅲ
、
一
九
一
頁
）
を
述
べ
た
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も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
神
に
対
し
て
も
、
聖
人
に
対
し
て
も
同
一
の
動
詞

「
事
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、ʻCultis Deiʼ

（「
敬
神
」
と
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
語

が
存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
百
瀬
文
晃
に
よ
れ
ば
、「
七
八
七
年
第
２
ニ
カ

イ
ア
公
会
議
で
は
神
と
キ
リ
ス
ト
へ
の
礼
拝
（〔
ギ
〕latreia　
〔
ラ
〕adoratio

）

か
ら
聖
人
た
ち
へ
の
崇
敬
（〔
ギ
〕doulia　
〔
ラ
〕veneratio

）
を
区
別
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
統
性
が
宣
言
さ
れ
た
。」（「
聖
人
崇
敬
」『
岩
波
キ
リ
ス
ト

教
辞
典
』、
六
五
〇
頁
）
と
あ
る
が
、
漢
文
に
お
い
て
神
に
も
聖
人
に
も
仕
え
る
と

い
う
同
一
の
動
詞
「
事
」
を
用
い
る
の
は
、
神
学
的
に
曖
昧
さ
を
伴
う
。

（
二
十
七
） 

原
文
は
「
欽
崇
以
心
」（
十
五
葉
表
）。U

niversal Version

の
コ
ン
コ
ル

ダ
ン
ス
『
経
文
匯
編
』（
一
九
二
二
年
にCourtnay H

. Fenn

に
よ
っ
て
編
集
さ

れ
た
。
台
湾
の
『
中
文
聖
経
経
文
索
引
大
典
』
は
こ
れ
を
増
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
で
一
九
九
三
年
に
こ
れ
を
新
た
に
編
集
し
直
し
た
も
の
が
出
た
。
わ
た
く
し

は
今
回
薛
恩
峰
牧
師
よ
り
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
・
中
国
基
督
教
協

会
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
頂
戴
し
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が

出
来
た
）
に
「
心
」
と
漢
訳
さ
れ
た
箇
所
（
七
一
一
頁
―
七
一
二
頁
）
に
対
応
す

る
ラ
テ
ン
語
はʻCor ̓

、 ̒Spiritus ̓

、 ̒Anim
aʼ

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
漢
文
を
訳

す
う
え
で
関
連
性
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
四
章
二
十
四
節
は

ヴ
ル
ガ
タ
で
は
、 

“Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum
, in spiritu 

et veritate oportet adorare.

” 

と
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
は
、「
神

は
霊0

で
あ
る
。
神
を
礼
拝
す
る
人
は
、
霊0

と
真
理
と
に
お
い
て
礼
拝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
心
」
を
「
霊
」
と
訳
し
て
み
た
。

（
二
十
八
） 

前
掲
『
天
主
十
誡
解
略
』
と
合
わ
さ
っ
た
『
天
主
聖
像
略
説
』
に
は
こ
れ

に
類
す
る
記
述
は
な
い
。
徐
宗
澤
『
明
淸
間
耶
穌
會
士
譯
著
提
要
（
臺
湾
中
華

書
局
、
一
九
五
八
年
）、
ペ
リ
オ
編
、
高
田
時
雄
校
訂
補
編
、
郭
可
訳
『
梵
蒂
岡

圖
書
館
所
藏
漢
籍
目
録
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）、M

aurice Courant

の

Catalogue des Livres Chinois 

（Bibliothèque N
ationale D

épartm
ent 

des M
anuscrits, 1902

）
に
も
こ
の
書
名
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
二
十
九
） 

原
文
は
「
况
天
主
降
世
、
已
取
生
人
之
形
體
而
救
世
、」（
十
五
葉
表
）。
聖

書
の
関
係
箇
所
は
新
約
聖
書
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
章
七
節
が
対
応
す
る

で
あ
ろ
う
か
。

（
三
十
）
原
文
は
「
安
得
不
像
事
之
。」（
十
五
葉
表
）。

（
三
十
一
） 

原
文
は
「
毋
呼
天
主
名
而
設
發
虛
誓
。」（
十
五
葉
裏
）。
“non assum

es 
nom

en Dom
ini Dei tui in vanum

; 

”（Ibid.

）
前
掲
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
』

（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
）
で
は
、「
神
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
。」（
一

五
二
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
七
節
「
あ
な
た
の
神
、

主
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
。」
が
対
応
す
る
。
こ
の
箇
所
は
ヴ
ル
ガ

タ
で
は
“Non assum

es nom
en Dom

ini Dei tui in vanum
; 

”
代
表
訳
で

は
「
爾
上
帝
耶
和
ざ
之
名
勿
妄
稱
、」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
「
爾
毋
妄
稱
爾
神
耶
和
ざ
之

名
、」U

nion Version

で
は
「
不
可
妄
稱
耶
華
你
上
帝
的
名
、」
と
な
っ
て
い
る
。

教
要
解
略
の
漢
文
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
漢
訳
聖
書
の
い
ず
れ
の
文
章
と
も
趣
き

を
大
幅
に
異
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
三
十
二
） 

原
文
は
「
足
覘
其
誠
敬
两
者
慎
之
可
也
。」（
十
五
葉
裏
）。「
ま
ご
こ
ろ
」

と
訳
し
た
「
誠
」、「
畏
れ
」
と
訳
し
た
「
敬
」
が
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
神
学
概

念
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

（
三
十
三
）
原
文
は
「
天
主
爲
一
至
明
至
公
至
尊
者
」（
十
五
葉
裏
―
十
六
葉
表
）。「
一
」

は
単
に
一
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
唯
一
と
い
う
意
味
を
帯
び
さ
せ
た
も
の
で

な
い
だ
ろ
う
か
。「
至
明
」、「
至
公
」、「
至
尊
」
は
そ
れ
ぞ
れ
神
の
属
性
（Attributa 

Dei

）
に
当
た
る
「
全
知
」（O

m
niscientia Dei

）、「
善
性
」（Bonitas Dei

）、「
聖

性
」（Sanctitas Dei

）
の
概
念
（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』、
三
四

七
―
三
四
八
頁
、
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
Ⅰ
、
一
九
九
六
年
、
一
二

三
九
頁
）、
ド
ナ
ル
ド
・
Ｋ
・
マ
ッ
キ
ム
『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』
教
文
館
、
二

〇
〇
二
年
、
七
十
九
頁
―
八
十
頁
）
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ

く
分
か
ら
な
い
。

（
三
十
四
） 
原
文
は
「
倘
情
出
於
僞
、
謬
引　

主
相
質
」（
十
六
葉
表
）。「
相
質
」
が
よ

く
分
か
ら
な
い
。

（
三
十
五
） 

原
文
は
「
所
關
不
甚
急
切
、
謬
引　

主
相
質
、
是
以
し
屑
瀆
至
尊
而
慢
忽
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上
主
」（
十
六
葉
表
）。
こ
こ
で「
上
主
」と
い
う
語
が
登
場
し
た
。「
上
主
」は『
漢
書
』

巻
八
十
五
「
谷
永
傳
」
の
中
に
、「
臣
聞
上
主

0

0

可
與
爲
善
而
不
可
與
爲
惡
、
下
主
可

與
爲
惡
而
不
可
與
爲
善
。」（
中
華
書
局
本
第
十
一
冊
、
三
四
七
二
頁
）
と
し
て
出

て
来
る
（『
大
漢
和
辞
典
』
一
巻
二
〇
七
頁
、『
漢
語
大
詞
典
』
一
冊
、
二
七
〇
頁
）。

こ
の
場
は
「
上
等
の
主
」
ほ
ど
の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
上
主
」
を
神
の
意

味
で
用
い
る
用
法
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。

（
三
十
六
） 

原
文
は
「
抒
願
於　

天
主
者
、
其
事
宜
眞
、
宜
正
、
宜
關
切　

天
主
」（
十

六
葉
表
）。「
關
切
」
と
い
う
語
の
用
法
が
注
目
さ
れ
る
。
よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
三
十
七
） 

原
文
は
「
事
之
害
於
義
者
」（
十
六
葉
表
）。「
害
於
義
」
と
い
う
語
の
外
延

す
る
と
こ
ろ
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

（
三
十
八
） 

原
文
は
「
其
他
身
赴
寺
觀
、
發
誓
願
於
釋
衟
等
像
設
之
前
者
、
皆
大
不
可

也
。」（
十
六
葉
表
）。
仏
教
や
道
教
に
対
す
る
全
面
拒
否
の
態
度
が
明
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
ア
レ
ニ
『
滌
罪
正
規
』
巻
一
の
「
第
二
誡
」
に
、「
在
神
佛
廟
宇
、
呼
請

其
名
而
發
誓
者
、
有
罪
。」（
十
四
葉
裏
）（Standaert

編
『
耶
穌
會
羅
馬
檔
案
館

明
清
天
主
教
文
獻
』
第
四
冊
、
三
八
四
頁
）
と
あ
る
。
教
要
解
略
と
同
一
歩
調
を

取
っ
て
い
る
。

（
三
十
九
） 

原
文
は
「
賦
以
形
じ
」（
十
六
葉
裏
）。「
形
」
はʻCorpusʼ

「
じ
」
は

ʻAnim
aʼ

の
漢
訳
語
で
あ
ろ
う
。H

. Straubinger

に
よ
れ
ば
、「
肉
體
と
靈
魂
と

は
互
に
本
質
的
に
相
異
し
て
ゐ
る
が
、
本
性
上
互
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
そ
の
結
果

に
於
い
て
一
つ
の
人
間
實
體
（
実
體
的
結
合unio substantialis

）
を
な
し
て
ゐ

る
。」（「
靈
魂
」
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅴ
、
一
九
六
〇
年
、
四
四
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
で
は
肉
体
と
霊
魂
が
「
実
体
的
結
合
」
を

し
て
一
人
の
人
間
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
四
十
）
原
文
は「
自
孩
提
至
老
死
、食
息
居
起
無
刻
無
時
、不
黙
爲
庇
廕（
十
六
葉
裏
）。

（
四
十
一
） 

原
文
は
「
功0

德0

最
不
可
限
量
也
」（
十
六
葉
裏
）。『
岩
波
仏
教
辞
典
』
の

「
功
徳
」
の
項
目
に
は
、「
功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
へ
進
む
と
考
え
ら

れ
、
仏
は
無
量
の
功
徳
を
備
え
て
い
る
。」（
二
一
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
と
仏

は
功
徳
の
持
ち
主
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
功
徳
」
と
訳
さ
れ
る

ʻM
eritum

ʼ

は
人
間
の
側
に
属
す
か
ら
、
教
要
解
略
中
の
「
功
德
」
の
用
法
は
仏

教
用
語
の
「
功
徳
」
の
用
法
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞

典
』（
東
京
堂
）
の
「
功
德
」
の
語
義
の
第
二
が
「
福
。
福
徳
。
善
い
こ
と
。」、
第

五
が
「
偉
大
な
力
。」（
二
六
〇
頁
）
と
あ
る
の
で
、「
恵
み
の
働
き
」
と
訳
し
て
み
た
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
功
徳
」
に
対
応
す
る
神
学
概
念
が
何
で
あ
る
の
か
よ
く
分

か
ら
な
い
。「
神
の
業
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
いʻO

pus Deiʼ

或
い
はʻO

pera 
Deiʼ

が
重
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
四
十
二
） 

原
文
は
「
吾
人
亦
當
時
時
讃
美
而
歸
功
焉
。」（
十
六
葉
裏
）。「
歸
功
」
の

部
分
は
「
歸
功
德
于
天
主
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
四
十
三
） 

原
文
は
「
而
或
者
不
能
忍
受
、
呼
天
怨
朢
」（
十
六
葉
裏
）。

（
四
十
四
） 

原
文
は
「
守
瞻
禮
之
日
」（
十
六
葉
裏
）。
“mem

ento ut dies festos 
sanctifices; 

”（Ibid.

）。『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
』
で
は
「
安
息
日
を
聖
と
し
な

さ
い
。」（
十
五
三
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
八
節
「
安

息
日
を
心
に
留
め
、
こ
れ
を
聖
別
せ
よ
。」
よ
り
も
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
と
同
様
十
戒

と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
旧
約
聖
書
申
命
記
五
章
十
二
節
「
安
息
日
を
守
っ

て
こ
れ
を
聖
別
せ
よ
。」
の
ほ
う
が
よ
り
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
ヴ

ル
ガ
タ
で
は
“Observa diem

 sabbati, ut sanctifices eum
,

” 

、
代
表
訳
で

は
「
恪
守
安
息
日
、
以
爲
聖
日
、」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
「
守
安
息
日
、
以
之
爲
聖
日
、」、

U
nion Version

で
は
「
守
安
息
日
爲
聖
日
、」
と
な
っ
て
い
る
。
教
要
解
略
の
漢

文
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
漢
訳
聖
書
の
い
ず
れ
の
文
章
と
も
趣
き
を
大
幅
に
異
に

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
四
十
五
） 

原
文
は
「
天
主
制
作
天
地
人
物
凡
六
日
、
迨
七
日
則
諸
事
輟
矣
。」（
十
六

葉
裏
―
十
七
葉
表
）。
創
世
記
一
章
か
ら
二
章
三
節
ま
で
の
天
地
創
造
の
記
述
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
四
十
六
） 
原
文
は
「
故
天
主
與
古
聖
人
約0

令
以
毎
七
日
爲
瞻
禮
之
期
、
命
其
民
守
焉
。」

（
十
七
葉
表
）。
原
文
の
「
約
」
に
は
「
契
約
す
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
は
な
い

よ
う
に
思
う
が
、
内
容
上
、
旧
約
の
契
約
と
い
う
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
思
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わ
れ
る
の
で
、「
契
約
し
」
と
訳
出
し
た
。
ま
た
週
の
七
日
め
を
礼
拝
日
と
す
る
の

は
旧
約
聖
書
の
規
定
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
八
節
～
九
節
）
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
で
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
日
の
日
曜
日
を
礼
拝
日
と
す
る
。
礼
拝
の
意
味
づ
け

が
異
な
っ
て
来
る
。
デ
ィ
ア
ス
（Em

m
anuel Diaz, Junior

一
五
七
四
年
―
一

六
五
九
年
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
。
中
国
名
、
陽
瑪
諾
。
イ
エ
ズ
ス
会
中
国
管
区
長
を

歴
任
。）
の
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』
の
「
第
三
誡
」
の
箇
所
で
は
、「
禮
日
之
奇
」

と
い
う
項
目
の
中
で
「
禮
日
有
二
。
一
主
日
、
一
聖
人
瞻
禮
、
古
教
時
凡
七
日
中
、

以
第
七
爲
主
日
。
今
以
第
一
日
爲
主
日
。
…
…
吾
主
降
生
也
、
復
活
也
、
聖
神
降

臨
也
、
皆
今
之
主
日
也
。」（
崇
禎
十
五
年
初
版
、
順
治
十
六
年
再
版
、
パ
リ
国
立

図
書
館
漢
籍
第
七
一
九
二
番
、
巻
上
、
三
十
八
葉
裏
―
三
十
九
葉
表
）
と
あ
る
よ

う
に
、
新
約
の
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
日
に
当
た
る
週
の
第
一
日
が
礼
拝
日

と
定
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ア
ス
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え

に
従
い
、
礼
拝
の
日
を
週
の
第
一
日
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
十
七
） 

原
文
は
「
内
之
靈
魂
荒
而
不
治
。」（
十
七
葉
表
）。
前
掲
『
天
學
十
誡
解
略
』

で
は
「
内
之
靈
性
」（
六
葉
表
）
に
作
る
。「
靈
魂
」
も
「
靈
性
」
もʻAnim

aʼ

の

意
で
あ
る
。

（
四
十
八
） 

大
統
曆
は
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
年
）
に
頒
行
さ
れ
た
明
代
の
暦
法
で
、

元
代
の
「
授
時
暦
の
暦
元
を
変
更
し
、
ま
た
そ
の
歳
実
消
長
法
を
沿
用
し
な
か
っ

た
だ
け
で
、
前
者
と
全
く
同
じ
内
容
の
も
の
」（
藪
内
清
『
中
国
の
天
文
暦
法
』
平

凡
社
、
一
九
六
九
年
、
一
三
六
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
太
陽
年

が
し
だ
い
に
減
少
す
る
点
を
省
い
て
あ
る
。
こ
の
点
は
授
時
暦
よ
り
も
退
化
し
て

い
る
。」（「
中
国
暦
」
鈴
木
敬
信
『
天
文
学
辞
典
』
地
人
書
館
、
一
九
八
一
年
、
四

二
三
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
大
統
暦
は
日
月
食
の
推
算
に
つ
い
て
不
正
確

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
明
末
に
西
洋
暦
法
に
よ
る
改
暦
事
業
が
行
な
わ
れ
た

の
で
あ
る
（
藪
内
同
書
、
一
四
六
頁
―
一
四
七
頁
）。

（
四
十
九
） 

四
つ
は
二
十
八
宿
に
属
す
。「
房
」
は
角
、
亢
、
氐
、
房0

、
心
、
尾
、
箕
か

ら
な
る
東
方
青
龍
七
宿
に
、「
星
」
は
井
、
鬼
、
柳
、
星0

、
張
、
翼
、
軫
か
ら
な
る

南
方
朱
雀
七
宿
に
、「
昴
」
は
奎
、
婁
、
胃
、
昴0

、
畢
、
觜
、
参
か
ら
な
る
西
方
白

虎
七
宿
に
、「
虚
」
は
斗
、
牛
、
女
、
虚0

、
危
、
室
、
壁
か
ら
な
る
北
方
玄
武
七
宿

に
属
し
た
（
橋
本
敬
造
「
二
十
八
宿
」
伊
東
俊
太
郎
他
編
『
科
学
史
技
術
史
事
典
』

弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
、
七
六
二
頁
―
七
六
三
頁
）。
渡
邊
敏
夫
に
よ
れ
ば
、「
大

統
暦
に
は
毎
日
に
対
し
て
は
宿
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」（『
日
本
の
暦
』
雄
山
閣
、

一
九
七
六
年
、
八
十
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
大
統
暦

で
は
一
日
ご
と
に
二
十
八
宿
の
内
の
一
つ
が
配
当
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

明
末
中
国
の
当
時
を
生
き
た
一
般
庶
民
に
と
っ
て
日
ご
と
の
宿
に
つ
い
て
知
る
こ

と
は
格
別
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
渡
邊
『
日
本

の
暦
』
所
収
の
「
第
十
七
表　

宿
曜
の
関
係
」（
八
十
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
日
曜
に

は
虚
、
昴
、
星
、
房
が
当
た
っ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
教
要
解
略
に
言
う
天
主

教
信
徒
が
礼
拝
に
集
う
第
七
日
は
日
曜
日
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 
 

果
た
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
ウ
ル
シ
ス
（Sabatino de U

rsis 

一
五

七
五
年
―
一
六
二
〇
年
。
熊
三
抜
）
は
一
六
一
二
年
（
万
暦
四
十
年
）
の
八
月

に
書
か
れ
た
「
中
国
の
暦
に
関
す
る
最
初
の
西
洋
側
の
文
書
」（IL PRIM

O
 

DO
CU

M
EN

TO
 EU

RO
PEO

 SU
L CALEN

DARIO
 CIN

ESE

）
の
中
の
「
太

陽
周
期
と
日
曜
字
」（Do cyclo solar e Letra dom

inical

）
の
箇
所
で
、「
中

国
人
に
は
二
十
八
宿
が
あ
る
。
…
…
彼
ら
は
星
宿
の
名
前
の
一
つ
を
週
の
曜
日

に
当
て
る
の
で
、
太
陽
に
対
応
す
る
四
つ
の
星
宿
は
か
な
ら
ず
日
曜
日
と
な
る
。

…
…
週
の
曜
日
は
必
然
的
に
七
つ
な
の
で
、
四
つ
の
星
宿
が
常
に
同
じ
曜
日
に
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
太
陽
に
対
応
す
る
星
宿
の
名
称
は
、
星
・
房
・
虚
・

昴
で
あ
る
。」（
“Tem

 os Chinas 28 costellaçoens,...; Porque: com
o 

applicão a cada dia da som
ana hum

a lettra destas Costellações, 
as quattro que tem

 o sol som
pre cayem

 no dia dom
ingo,...; ..., 

necessariam
ente com

o o[s] dia[s] da som
ana são sette, hão de cair 

sem
pre as m

esm
as 4 no m

esm
o dia. O

s nom
ens das 4 Costellações, 

que cayem
 ao planeta do srl são sim

 星
, fâm

 房
, hiu 虛

, m
ào 昴

.

”, 
Pasquale M

. D
ʼElia S. I., G

alileo in Cina, Relazioni attraverso il 
Collegio Rom

ano tra Galileo e i gesuiti scienziati m
issionari in Cina 
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(1610–1640), Rom
ae, 1947, pp. 95–96

〔
京
都
産
業
大
学
図
書
館
所
蔵
〕。

ウ
ル
シ
ス
の
原
文
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
デ
リ
ア
は
ウ
ル
シ
ス

の
原
文
に
イ
タ
リ
ア
語
の
訳
文
を
並
記
し
て
い
る
。
デ
リ
ア
のGalileo in Cina

は
一
九
六
〇
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
出
版
会
か
らRufus Suter

とM
atthew

 
Sciascia

に
よ
りGalileo in China

と
い
う
題
名
で
英
訳
本
が
出
て
い
る
。
拙
訳

は
同
英
訳
本
の
「
付
録
」（APPEN

DIX

）
の
七
十
三
頁
の
文
章
に
拠
っ
て
い
る
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
日
曜
日
が
星
・
房
・
虚
・
昴
に
当
た
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。

 
 

F. Zoepfl

に
よ
れ
ば
、「
一
定
の
月
日
が
ど
の
週
日
に
當
る
か
の
確
定
に
は
、
二

十
八
年
の
期
間
を
お
い
て
各
月
日
は
再
び
同
じ
週
日
に
當
る
と
い
ふ
事
實
（
太
陽

週
期
）が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
計
算
の
た
め
に
七
日
の
週
日
に
夫
々
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
の
初
め
の
七
字
Ａ
～
Ｇ
が
、
一
月
一
日
に
い
つ
も
Ａ
が
あ
た
る
や
う
に
、
ふ
り

あ
て
ら
れ
た
。
最
初
の
日
曜
、
從
っ
て
一
年
の
す
べ
て
の
日
曜
に
あ
た
る
字
は
日

曜
字
（Litera dom

inicalis

）
と
呼
ば
れ
、
毎
年
逆
の
順
に
變
っ
て
行
く
。」（「
暦

法
」
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅴ
、
四
七
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
カ
ト

リ
ッ
ク
で
は
伝
統
的
に
日
曜
日
に
当
て
ら
れ
た
Ａ
～
Ｇ
の
中
の
一
字
を
「
日
曜
字
」

（Litera dom
inicalis

）
と
呼
ん
で
他
の
曜
日
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、

現
在
台
湾
で
出
さ
れ
て
い
る
主
教
團
禮
儀
委
員
會
編
訳『
主
日
感
恩
祭
典（
全
）』（
天

主
教
教
務
協
進
會
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
の
中
の
「
公
用
日
曆
」
に
は
そ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
九
頁
～
二
十
頁
）。
そ
し
て
ま
た
同
書
の
中
の
「
禮
儀
日
一

覧
表
」
に
はʻLitera doinicalisʼ

に
当
た
る
中
国
語
の
「
主
日
字
毋
」
に
つ
い
て

同
様
の
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
三
十
三
頁
）。

 
 

明
末
中
国
に
お
け
る
大
統
暦
の
中
の
房
、
星
、
昴
、
虚
は
字
母
で
こ
そ
な
い
が
、

日
曜
日
を
特
定
す
る
重
要
な
星
宿
で
あ
り
、
日
曜
字
と
同
様
の
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
お
り
、「
主
日
星
宿
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
（
考
え
ら
れ

る
ラ
テ
ン
語
はʻStella dom

inicalisʼ

だ
ろ
う
か
。
よ
く
分
か
ら
な
い
）。

 
 

と
こ
ろ
で
明
末
中
国
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
は
天
文
学
の
知
識
が
豊
富
に

あ
っ
た
の
は
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
が
当
時
改
正
の
必
要
性
へ
の
認
識
が
高

ま
っ
た
大
統
暦
の
改
暦
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
の
出
来
る
宣
教
師
の
派
遣
を
要
請

し
た
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（P. DʼElia, ʻDinuavo m

andateci degli 
astronom

i!ʼ, Galileo in Cina

）。
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

 
 

キ
リ
ス
ト
者
に
は
日
曜
日
の
礼
拝
に
加
え
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な

二
つ
の
祝
日
が
あ
る
。
そ
れ
は
ク
リ
ス
マ
ス
と
イ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
。
前
者
は
固

定
祝
日
で
あ
る
が
、
後
者
は
移
動
祝
日
で
あ
る
。
更
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
に
比
べ
よ
り
多
く
の
祝
日
が
あ
る
。
祝
日
を
め
ぐ
っ
て
の
教
義
も
カ
ト

リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
異
な
る
。
海
老
澤
有
道
に
よ
れ
ば
、「
カ
レ
ン

ダ
リ
ヨ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
日
曜
そ
の
他
の
祝
祭
日
、
こ
と
に
復
活
祭
を
中

心
と
す
る
移
動
祝
日
、
そ
の
日
毎
の
異
な
っ
た
聖
務
日
課
、
祈オ

ラ
シ
ョ禱

・
祭
式
を
守
る

た
め
に
、
か
つ
四
季
の
ゼ
ジ
ュ
ンJejum

（
断
食
）
な
ど
を
守
る
た
め
に
絶
対
的

に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
ヅ
ル
ゼ
ン
シ
ャ

0

0

0

0

0

0

0

0

ス0I

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ndulgencias

（
贖
宥
）
の
恩
恵
に
も
与
か
り
う
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
る
か
ら
、
聖0

職
者
は
も
ち
ろ
ん
一
般
信
徒
も
毎
年
正
確
な
暦
日
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

従
っ
て

0

0

0

、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
い
て
も
前
年
度
中
に
翌
年
の
祝
日
表
が
作
製
頒

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

布
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
実
際
に
も
信
徒
が
よ
く
祝
祭
日
を
守
っ
て
い
た

こ
と
や
、
曜
日
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
に

乏
し
く
な
い
。」（「
附
篇
一　

キ
リ
シ
タ
ン
暦
書
」『
南
蛮
学
統
の
研
究　

増
補
版
』

創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
四
四
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
祝
日
表
の
作
成
は
太
陰

太
陽
暦
を
用
い
る
東
洋
の
地
に
お
い
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
生
活
を
営
む
う
え

で
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
祝
日
を
正
確
に

太
陰
太
陽
暦
に
読
み
替
え
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
同
じ
く
太
陰
太
陽
暦

と
い
っ
て
も
日
本
で
用
い
ら
れ
た
も
の
は
唐
の
徐
昻
が
長
慶
二
年
（
八
二
二
年
）

に
作
っ
た
と
さ
れ
る
宣
明
暦
で
、
中
国
で
用
い
ら
れ
た
大
統
暦
と
は
異
な
る
の
で
、

祝
日
表
の
作
成
も
日
本
と
中
国
と
は
事
情
が
異
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
 

更
に
複
雑
な
事
情
が
加
わ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
一
五
八
二
年
十
月
十
五
日
か

ら
始
ま
る
の
だ
け
れ
ど
も
、F. Zoepfl

に
よ
れ
ば
、「
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
ド
イ
ツ

の
大
抵
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
國
に
は
一
七
〇
〇
年
に
至
っ
て
採
用
さ
れ
（
改
良

暦
）、
ド
イ
ツ
以
外
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
國
は
十
八
世
紀
中
に
、
東
方
諸
國
の
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一
部
は
二
十
世
紀
に
至
り
採
用
し
た
…
…
。」（
前
掲
「
曆
法
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
大

辭
典
』
Ⅴ
、
四
七
四
頁
―
四
七
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
で
は
依
然
と
し
て
ユ
リ
ウ
ス
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た

同
じ
く
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
い
っ
て
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
と
で
は
そ
の
勢

力
圏
に
お
い
て
日
付
け
を
異
に
し
て
い
た
（
広
瀬
秀
雄
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
日
付
と
ス

ペ
イ
ン
日
付
」『
年
・
月
・
日
の
天
文
学
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
、
一
一

七
頁
―
一
二
八
頁
）。
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
リ
ッ
チ
は
一

五
七
八
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
を
発
ち
、
一
五
八
二
年
に
マ
カ
オ
に
到
着

し
、
一
五
八
三
年
に
広
東
の
肇
慶
に
入
っ
て
い
る
（Pasquale M

. DʼElia S. I., 
Appendice III

―Cronologia Ricciana, Fonti Ricciane, Vol. III, Rom
a, 

1949, pp. 21–22.

）。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
リ
ッ
チ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
発
ち
マ
カ

オ
に
到
達
し
て
以
降
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
と
ほ
ど
左
様
に
暦
を
め
ぐ
る
状
況
は
中
国
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

も
複
雑
を
極
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

 
 

こ
の
よ
う
に
暦
を
め
ぐ
る
状
況
は
中
国
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も

不
安
定
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
明
末
中
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
秩
序
立
っ
た
信
仰

生
活
を
営
む
た
め
に
正
確
な
祝
日
表
（Calendarium

 festorum

）
の
作
成
が
欠

か
せ
な
か
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
海
老
澤
有
道
に
よ
れ
ば
、「
教
会

暦
と
い
う
も
の
は
陽
暦
で
は
あ
る
が
、
パ
ス
ク
ワ
を
中
心
と
す
る
祝
日
は
、
教
会

祝
祭
日
中
の
最
も
主
要
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
陰
暦
に
よ
る
と
い
う
二

重
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
陰
陽
の
差
に
よ
っ
て
起
る
移
動
祝
日
の
算
出
は
教
会

暦
作
製
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。」（
海
老
澤
同
書
、
四
五
五
頁
）
の
で
、
改
暦
と

い
う
明
王
朝
の
国
家
事
業
に
参
画
さ
せ
る
と
い
う
伝
道
上
の
戦
略
的
視
点
か
ら
だ

け
で
な
く
、
明
末
中
国
と
い
う
異
郷
に
て
新
た
に
天
主
教
徒
と
な
っ
た
人
々
の
信

仰
を
育
む
と
い
う
司
牧
的
配
慮
か
ら
、
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
は
天
文
学
に
精
通
し
た

宣
教
師
の
来
華
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

 
 

尚
、
渡
邊
敏
夫
『
日
本
の
暦
』（
雄
山
閣
）
に
つ
い
て
は
ア
ジ
ア
天
文
学
史
が
ご

専
門
の
篤
実
な
る
一
研
究
者
よ
り
ご
教
示
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
も
の
で

あ
る
。

（
五
十
）
原
文
は
「
使
得
入
殿
觀
祭
祀
、
瞻
朢
羅
拜
、
稱
謝　

主
恩
焉
。」（
十
七
葉
表
）。

ミ
サ
聖
祭
の
様
子
、
特
に
奉
献
の
場
面
が
彷
彿
さ
れ
る
。

（
五
十
一
） 

原
文
は
「
撒
責
而
鐸
德
」（
十
七
葉
表
）。
方
豪
に
よ
れ
ば
、ʻSacerdoteʼ

の
音
訳
で
あ
る
（『
天
主
敎
東
傳
文
獻
續
編
』
㈠
臺
湾
學
生
書
局
、
一
九
六
六
年
、

目
次
八
頁
）。sacerdote

は
松
崎
實
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
用
語
解
」
に
よ
れ
ば
、「
サ

セ
ル
ド
ウ
テsacerdote

（
葡
・
伊
・
西
）
司
祭
、
聖
職
者
。〔
拉sacerdos

〕」（
冨

山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』（
Ⅰ
）、一
九
四
〇
年
、七
七
七
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

ボ
ル
ト
ガ
ル
語
のsacerdote [saser

′dɔt〔ʃ

〕i] 

を
イ
タ
リ
ア
語
式 [satʃerdɔ`te]

（?

）
に
発
音
し
た
た
め
に
、「
撒
責
而

0

0

鐸
德
」（
現
代
中
国
の
ピ
ン
イ
ン
表
記
に
よ

れ
ば
、ʻsāzérduódé ʼ

）
と
音
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
と
は
異
な
り
、

明
末
中
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
「
サ
セ
ル
ド
ウ
テ
」
で
は
な
く
「
サ
チ
ェ
ル

ド
ウ
ト
」
に
近
く
発
音
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
五
十
二
） 

原
文
は
「
講
衟
德
、
闡
經
義
」（
十
七
葉
表
）。

（
五
十
三
） 

原
文
は
「
諸
奉
教
者
」（
十
七
葉
表
）。

（
五
十
四
） 

原
文
は
「
懺
悔
罪
過
、
而
洗
滌
其
じ
靈
。」（
十
七
葉
表
）。
ゆ
る
し
の
秘

跡
（Sacram

entum
 poenitentiae

）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
じ
靈
」
は

ʻAnim
aʼ

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
洗
滌
」
に
当
た
る
ラ
テ
ン
語
はʻlavoʼ

と
思
わ

れ
る
。
ヴ
ル
ガ
タ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ン
ス N

ovae Concordantiae Bibliorum
 

Sacrorum
 Iuxta Vulgatam

 Versionem
 Critice Editam

（Tübingen, 
1977

）
の
第
三
巻
二
八
四
一
頁
―
二
八
四
三
頁
の
用
例
に
はʻAnim

aʼ

を
直
接

に
目
的
語
と
す
る
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
旧
約
聖
書
の
詩
篇
五
十
一
篇
四

節
“Am

plius lava m
e ab iniquitate m

ea, et a peccato m
eo m

unda 
m

e.

”
の
中
の
用
法
が
近
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
四
五
年
に
ピ
ウ
ス
十
二
世
に
よ
っ

て
典
礼
に
使
用
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
と
す
る
新
し
い
ラ
テ
ン
語
文
の
版
で
は

同
じ
箇
所
が
“Penitus lava m

e a culpa m
ea, et a peccato m

eo m
unda 

m
e.

”
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
もʻlavoʼ

の
意
味
上
の
目
的
語
はʻiniquitasʼ

とʻculpaʼ
で
あ
る
。
漢
訳
す
れ
ば
、「
洗
滌
罪
過
」、縮
約
し
て「
滌
罪
」と
な
ろ
う
。
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こ
の
「
滌
罪
」
と
い
う
語
が
ア
レ
ニ
の
漢
訳
著
作
の
一
つ
の
『
滌
罪
正
規
』
の
中

に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
末
中
国
に
お
い
て
信
者
は
ミ
サ
の
時
間
ゆ
る

し
の
秘
跡
も
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
五
十
五
） 

原
文
は
「
盖
用
餘
日
治
身
、
而
用
此
日
以
治
心
」（
十
七
葉
表
）。
近
藤

司
朗
編
『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
語
句
事
典
』（
教
文
館
、
一
九
九
一
年
）
に

記
載
さ
れ
た
「
霊
」、「
魂
」、「
心
」、「
体
」、「
肉
」、「
肉
体
」
の
用
例
に
つ
い

て
一
通
り
す
べ
て
ヴ
ル
ガ
タ
に
当
た
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、「
霊
」
に
当
た

る
語
は
す
べ
てʻSpiritusʼ

で
あ
っ
た
。「
魂
」
に
当
た
る
語
はʻAnim

aʼ

と

ʻSpiritusʼ

で
あ
っ
た
が
、ʻAnim

aʼ

が
多
数
を
占
め
た
。「
心
」
に
当
た
る

語
はʻCorʼʻSpiritusʼʻAnim

aʼʻSensusʼʻM
ensʼ

で
あ
っ
た
が
、
前
三
者

が
多
数
を
占
め
た
。
こ
の
三
語
の
う
ち
最
も
多
か
っ
た
も
の
がʻCorʼ

で
あ
っ

た
。「
体
」
に
当
た
る
語
はʻCorpusʼʻCaroʼ

で
あ
り
、
大
多
数
がʻCorpusʼ

で
あ
っ
た
。「
肉
」
に
当
た
る
語
は
す
べ
てʻCaroʼ

で
あ
っ
た
。「
肉
体
」
に
当

た
る
語
はʻCaroʼ

が
二
つ
、ʻCorpusʼ
が
一
つ
で
あ
っ
た
。
精
神
的
な
部
類
に

属
すʻSpiritusʼʻAnim

aʼʻCorʼ

を
比
べ
る
と
、
精
神
的
主
体
がʻAnim

aʼ

で

あ
り
、
そ
の
精
髄
がʻSpiritusʼ

で
あ
り
、ʻCorʼ
は
世
俗
生
活
に
お
け
る
内
的

働
き
の
場
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
得
た
。
肉
体
的
な
部
類
に
属
すʻCorpusʼ

と

ʻCaroʼ

を
比
べ
る
と
、ʻCorpusʼ

はʻAnim
aʼ

と
対
照
を
な
す
外
的
延
長
で
あ
り
、

ʻCaroʼ

はʻSpiritusʼ

と
対
照
を
な
し
、
そ
の
働
き
を
妨
げ
る
と
こ
ろ
の
機
能
体

で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
得
た
。
そ
こ
で
原
文
の
「
身
」
と
「
心
」
に
ラ
テ
ン
語
を

当
て
て
み
る
こ
と
に
す
る
と
、
日
々
の
労
働
を
も
っ
て
支
え
る
と
こ
ろ
の
「
身
」

はʻCorpusʼ

が
、
他
方
ミ
サ
聖
祭
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
通
し
て
養
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
「
心
」
はʻSpiritusʼ

が
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で

は
「
身
」
を
「
体
」、「
心
」
を
「
霊
」
と
訳
し
て
み
た
。

（
五
十
六
） 

原
文
は
「
此
日
者
實
未
易
得
也
。」（
十
七
葉
表
）。

（
五
十
七
） 

原
文
は
「
必
躬
必
親
」（
十
七
葉
表
）。
こ
れ
と
音
が
似
て
い
る
表
現
に
『
詩

経
』「
小
雅
」「
小
弁
」
の
「
必
恭
必
敬
」
が
あ
る
。
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
代
理
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
取
っ
て
み
た
。
教
会
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の
中
で
は
原
理
的
に
は
身
分
の
差
別
は
な
い
。
異
な
る
階
層
の
信
者
が
集
う
ミ
サ

に
、
封
建
的
身
分
の
上
位
の
信
者
が
出
席
を
た
め
ら
い
、
家
人
を
代
理
出
席
さ
せ

よ
う
と
し
た
事
実
が
背
景
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
五
十
八
） 

原
文
は
「
念
茲
在
茲
」（
十
七
葉
表
）。『
書
経
』「
大
禹
謨
」
の
中
の
言
葉
。

（
五
十
九
） 

原
文
は
「
不
敢
僅
僅
其
名
、
而
姑
完
此
誡
爲
者
。」（
十
七
葉
表
）。「
姑
完
」

は
「
苟
完
」
の
言
い
換
え
で
あ
ろ
う
。「
苟
完
」
は
『
論
語
』「
子
路
篇
」
の
中
に

出
て
来
る
言
葉
で
、
朱
子
は
「
苟
、
聊
且
粗
畧
之
意
。」（
中
華
書
局
新
編
諸
子
集

成
『
四
書
章
句
集
注
』
一
四
三
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
六
十
）
原
文
は
「
若
或
躭
玩
嬉
遊
、
不
事
瞻
禮
、
非
守
也
。」（
十
七
葉
表
、
裏
）。「
事
」

の
意
味
が
い
ま
ひ
と
つ
分
か
ら
な
い
。

（
六
十
一
） 

原
文
は
「
冨
人
可
矣
。」（
十
七
葉
裏
）。
漢
訳
聖
書
で
は
代
表
訳
と
Ｂ
Ｃ

訳
に
お
い
て
「
富
人
」
と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
た
。U

nion Version

は
「
財
主
」

と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
中
華
基
督
教
两
会
『
経
文
匯
編
』、
五

十
四
頁
）。
た
と
え
ば
新
約
聖
書
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
十
九
章
二
十
三
節
“quia 

dives difficile intrabit in regnum
 caelorum

.

”
は
代
表
訳
で
は
「
較
富
人

0

0

入
上
帝
國
、
尤
易
也
。」、
Ｂ
Ｃ
訳
で
は
「
富
人

0

0

入
天
國
、
難
矣
哉
。」
と
な
っ
て
お

り
、Union Version

で
は「
財
主

0

0

進
天
國
是
難
約
。」と
な
っ
て
い
る『
経
文
匯
編
』、

五
十
四
頁
）。

 
 

大
東
文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室
編
『
中
国
語
大
辞
典
』（
上
）
角
川
書
店

（
一
九
九
四
年
）
で
は
「
富
人
」
の
項
に
「
金
持
ち
；
旧
時
、
地
主
や
資
本
家
を
指

し
た
。」（
九
三
八
頁
）
と
あ
る
。「
富
人
」
は
単
な
る
金
持
ち
と
い
う
意
味
だ
け
で

は
な
く
、
地
主
階
級
と
い
う
語
感
を
帯
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
あ
く
ま
で
郷
里
に
本
宅
を
お
い
て
税
制
上
そ
の
他
の
特
権
を
享
有
し
、

着
々
土
地
を
ふ
や
し
て
大
地
主
と
な
り
、
質
屋
そ
の
他
に
出
資
し
た
り
し
て
富
を

ふ
や
す
。
退
官
後
も
特
権
が
保
証
さ
れ
て
地
方
に
大
き
な
権
勢
を
ふ
る
う
」（
島
田

虎
次
『
中
国
の
伝
統
思
想
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
十
九
頁
）
郷
紳
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
文
末
の
「
矣
」
は
断
定
の
語
気
を
添
え

て
い
る
。
強
く
問
題
提
起
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
六
十
二
） 

原
文
は
「
彼
細
民
者
、
弛
一
日
、
則
廢
一
日
之
業
」（
十
七
葉
裏
）。「
細
民
」

は
蒲
松
齢
の
『
聊
斎
志
異
』
の
「
崔
猛
」
の
中
に
、「
李
申
、一
介
細
民

0

0

、遂
能
済
美
。」

（
盛
偉
校
注
『
聊
斎
志
異
校
注
』
上
冊
、
巻
三
、
山
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

六
五
一
頁
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
庶
民
の
意
味
で
あ
る
（『
漢
語
大
詞

典
』
九
冊
、七
八
一
頁
）。
し
か
し
星
斌
夫
『
中
國
社
會
經
濟
史
語
彙
（
正
編
）』（
光

文
堂
書
店
、
一
九
八
一
年
）
は
「
細
民
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、「
主
僕
の
分
を
判

じ
る
際
に
、
良
・
賤
の
区
分
が
あ
る
が
、
安
徽
省
で
は
主
に
対
す
る
僕
の
身
分
と

し
て
細
民
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。」（
一
五
四
頁
）
と
記
す
。『
清
史
稿
』
巻

一
二
〇
「
食
貨
一
」
の
中
に
、「（
雍
正
）
五
年
、
以
江
南
徽
州
有
伴
す
、
寧
國
有

世
僕
、
本
地
呼
爲
『
細
民

0

0

』
；
甚
有
兩
姓
丁
口
村
莊
相
等
、
而
此
姓
爲
彼
姓
執
役
、

有
如
奴
隸
、亦
諭
開
除
。」（
中
華
書
局
本
第
十
三
冊
、三
四
九
一
頁
）
と
あ
る
（『
漢

語
大
詞
典
』
九
冊
、
七
八
二
頁
）。
地
域
的
な
用
法
の
差
異
が
あ
る
の
で
断
定
し
難

い
け
れ
ど
も
、「
細
民
」
は
庶
民
の
中
で
も
経
済
的
に
貧
し
い
階
層
の
人
た
ち
を
指

し
、
そ
の
中
に
は
奴
僕
の
部
類
も
含
ま
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
六
十
三
） 

原
文
は「
况
士
大
夫
及
庶
人
、日
各
有
所
事
事
」（
十
七
葉
裏
）。
前
出
の「
富

人
」
と
「
細
民
」
と
を
合
わ
せ
て
、「
富
人
」
―
「
士
大
夫
」
―
「
庶
人
」
―
「
細

民
」
と
い
う
序
列
化
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
郷
紳
―
官
僚
―
庶

民
―
奴
僕
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
を
し
た
明
末
中
国
の
社
会
の
姿
が
浮
か
び
上

か
っ
て
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 

矢
沢
利
彦
先
生
は
イ
エ
ズ
ス
会
が
採
っ
た
中
国
布
教
の
方
針
と
し
て
（
一
）
読

書
人
重
視
主
義
、（
二
）
北
京
中
心
主
義
、（
三
）
科
学
主
義
、（
四
）
礼
物
主
義
を

挙
げ
ら
れ
、（
一
）
に
関
し
て
「
中
国
で
は
読
書
人
が
社
会
の
指
導
層
で
あ
る
こ
と

を
発
見
し
、
読
書
人
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と
に
伝
め
た
。
餘
光
啓
・
李
之
藻
・
楊
延

筠
ら
の
入
教
に
よ
っ
て
こ
れ
は
成
功
を
み
た
。」（『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
』
近
藤
出

版
社
、
一
九
七
二
年
、
六
十
四
頁
）
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
読
書
人
層
の

改
宗
な
く
し
て
は
天
主
が
実
質
的
に
公
認
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
明
末
中
国
の
社
会

に
浸
透
し
難
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
読
書
人
層
の
改
宗
が
あ
っ
て
初
め
て
天
主

教
伝
道
は
進
展
し
、
社
会
の
各
階
層
か
ら
の
入
教
者
が
誕
生
し
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。『
教
要
解
略
』
の
文
章
は
こ
の
よ
う
な
教
会
の
実
態
を
知
ら
せ
て
く
れ
て
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。

（
六
十
四
） 

原
文
は
「
夫
官
不
治
事
、
則
職
曠
」（
十
七
葉
裏
）。

（
六
十
五
） 

原
文
は
「
士
不
治
事
、
則
業
荒
」（
十
七
葉
裏
）。

（
六
十
六
） 

原
文
は
「
庶
不
治
事
、
則
工
輟
」（
十
七
葉
裏
）。

（
六
十
七
） 

原
文
は
「
如
傭
賃
代
作
者
」（
十
七
葉
裏
）。「
傭
賃
」
に
つ
い
て
は
『
戴
名

世
集
』
巻
八
「
周
烈
婦
傳
」
に
「
烈
婦
之
父
、
傭
賃

0

0

爲
輿
人
、
其
母
曰
呂
媼
、
皆

冥
頑
無
知
識
。」（『
戴
名
世
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
二
一
八
頁
）
と
い
う

用
例
が
あ
る
（『
漢
語
大
詞
典
』
第
一
冊
、
一
二
七
九
頁
）。
こ
の
場
合
は
か
ご
か

き
人
夫
の
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。「
代
作
」
に
つ
い
て
は
「
傭
作
」
と
言
い
換
え

ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
「
契
約
書
が
作
成
さ
れ
年

限
が
き
め
ら
れ
て
い
る
」（
前
掲
『
中
国
社
会
經
濟
史
語
彙
（
正
編
）』、一
一
八
頁
）

明
律
の
中
の
「
雇
工
人
」
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
仁
井
田
陞
は
『
補
訂

　
中
國
法
制
史
研
究　
奴
隷
農
奴
法

家
族
村
落
法
』（
東
京
大
學
出
版
會
、一
九
八
〇
年
）
の
中
で
、

「
な
る
ほ
ど
明
淸
律
に
は
、
奴
隷
身
分
の
い
わ
ゆ
る
奴
婢
と
並
ん
で
、
第
三
者
に
對

し
て
は
『
自
由
』
な
身
分
を
も
ち
得
は
す
る
が
、
主
人
に
對
し
て
の
み
は
對
等
の

身
分
を
も
ち
得
な
い
雇
工
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。」（
一
〇
四
頁
）と
記
す
。
更
に「
淸

律
な
い
し
淸
律
例
に
よ
る
と
車
夫
・
厨
役
・
水
火
夫
・
轎
夫
そ
の
他
の
雑
役
に
雇

わ
れ
て
い
る
者
の
類
は
、
奴
隷
と
は
區
別
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
家
長
（
主
人
）

と
の
間
に
『
主
僕
の
名
分
』
が
あ
り
、
平
常
、
家
長
と
は
飲
食
を
共
に
せ
ず
、
坐

席
を
同
じ
く
せ
ず
『
き
み
、
ぼ
く
』『
お
ま
え
、
お
れ
』
の
對
等
の
呼
び
名
を
用
い

ず
、
家
長
の
使
役
に
從
う
も
の
な
の
で
あ
る
。」（
一
〇
五
頁
）
と
記
す
。『
戴
名
世

集
』
の
「
周
烈
婦
傳
」
の
中
に
出
て
来
る
「
輿
夫
」
は
轎
夫
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

「
傭
賃
」
と
は
主
人
と
契
約
書
を
交
し
た
雑
役
夫
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
六
十
八
） 
原
文
は
「
廢
時
失
事
」（
十
七
葉
裏
）。
王
充
の
『
論
衡
』
第
一
巻
「
命
禄
」

の
中
に
、「
勉
力
勤
事
以
致
富
、
砥
才
明
操
以
取
貴
；
〔
農
夫
力
耕
得
穀
多
、
商
賣

遠
行
得
利
深
〕。
廃
時
失
務

0

0

0

0

、
欲
望
富
貴
、
不
可
得
也
。」（
中
華
書
局
新
編
諸
子
集
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成
『
論
衡
校
釋
』〔
一
〕、
二
十
六
頁
）
と
あ
る
（『
漢
語
大
詞
典
』
第
三
冊
、
一
二

八
一
頁
）。
具
体
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
六
十
九
） 

原
文
は
「
子
弟
所
入
稟
旣
、
不
以
事
父
母
、
而
唯
已
身
與
妻
孥
之
爲
汲
汲

爲
孝
乎
。」（
十
七
葉
裏
）。「
子
弟
」
は
実
質
的
に
は
子
ど
も
の
こ
と
を
指
し
、「
稟

既
」
は
「
既
稟
」、
す
な
わ
ち
官
吏
の
扶
持
米
、
実
質
的
に
は
給
料
の
言
い
換
え
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
七
十
）
原
文
は「
吾
以
爲
凡
瞻
禮
者
、卽
謂
割
所
受
稟
既
之
半
、以
供　

天
主
、可
也
。」

（
十
八
葉
表
）。

（
七
十
一
） 

原
文
は
「
盍
移
飮
茹
葷
、
登
渉
嬉
戯
之
暇
、
以
償
瞻
禮
之
須
臾
也
。」（
十

八
葉
表
）。「
充
て
る
」
と
訳
し
た
語
は
「
償
」
で
あ
る
。「
償
」
は
「
償
責
」
や
「
償

債
」
と
い
う
語
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
を
補
う
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
飲
酒
享
楽
の
時
間
の
一
部
を
礼
拝
の
時
間
に
充
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
飲
酒
享
楽
の
マ
イ
ナ
ス
を
補
う
と
い
う
語
感
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
七
十
二
） 

原
文
は
「
此
第
躭
一
朝
十
晷
之
工
夫
已
爾
。」（
十
八
葉
表
）。「
十
晷
」
が

具
体
的
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
指
す
の
か
分
か
ら
な
い
。

（
七
十
三
） 

原
文
は
「
廼
言
厲
耶
。」（
十
八
葉
表
）。「
厲
」
に
は
酷
薄
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
語
感
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
こ
で
は
お
き
て
が
厳
し
く

守
り
き
れ
な
い
と
い
う
悲
鳴
に
近
い
趣
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
七
十
四
） 

原
文
は
「
陽
卽
不
見
、
隂
將
實
受
焉
。」（
十
八
葉
表
）。

（
七
十
五
） 

原
文
は
「
今
卽
不
見
、
後
將
實
受
焉
。」（
十
八
葉
表
）。

（
七
十
六
） 

原
文
は「
固
不
可
諉
之
冥
冥
也
。」（
十
八
葉
表
）。
こ
の
表
現
は『
荀
子
』「
修

身
篇
第
二
」
の
中
の
「
行
乎
冥
冥

0

0

而
施
乎
無
報
、
而
賢
不
肖
一
焉
。」（
中
華
書
局

新
編
諸
子
集
成
『
荀
子
集
解
』
上
、
三
十
五
頁
）
を
連
想
さ
せ
よ
う
（『
漢
語
大
詞

典
』
第
二
冊
、
四
五
二
頁
）。

（
七
十
七
） 

原
文
は
「
或
人
有
大
不
獲
已
事
、
盡
守
之
心
、
卽
不
與
守
之
禮
、
天
主
亦

自
鑒
之
。」（
十
八
葉
表
）。
ア
レ
ニ
『
滌
罪
正
規
』
巻
一
の
「
第
三
誡
」
の
箇
所
で

は
、「
凡
奉
教
者
雖
本
宅
各
設　

聖
像
、
朝
夕
拜
奉
、
然
遇
瞻
禮
日
期
、
又
當
謝
事
、

親
往
堂
中
與
彌
撒
。
苟
勢
不
能

0

0

0

0

、
則
宜
在
家
行
禮
補
缺

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
十
五
葉
裏
―
十
六
葉

表
）（
前
掲
『
明
清
天
主
教
文
獻
』
第
四
冊
、
三
八
六
頁
―
三
八
七
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、
ア
レ
ニ
は
礼
拝
日
に
教
会
で
ミ
サ
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
き
は
、

家
庭
に
て
礼
拝
を
捧
げ
て
補
う
よ
う
に
指
示
す
る
。

訳
者
補
足

 

本
訳
注
で
は
十
戒
の
う
ち
の
最
初
の
三
戒
を
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は

Albert H
artm

ann

に
よ
れ
ば
、「
天
主
に
對
す
る
人
間
の
務
め
、
卽
ち

聖
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
（
神
學
大
全
一
ノ
二
、
第
一
〇
〇
問
五
項
）、
忠
誠
畏
敬

奉
仕
の
三
務
を
宣
べ
て
ゐ
る
」（「
掟
」
Ⅰ
．〔
天
主
の
十
誡
〕、
冨
山
房
『
カ
ト

リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅰ
、
二
九
七
頁
）
も
の
で
あ
る
。

 

中
国
に
お
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
読
書
人
層
の
改
宗
に
力
点
を
置

い
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
教
会
形
成
は
も
っ
と
幅
の
広
い
階

層
の
人
々
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
教
要
解
略
の
文
章
を
通
し
て
窺

う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
は
第
三

の
お
き
て
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
少
数
の
現
代
の
日

本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
日
曜
日
の
礼
拝
を
守
る
こ
と
は
困
難
を
伴

う
こ
と
が
あ
る
。
ま
し
て
前
近
代
の
明
王
朝
体
制
下
で
儒
教
を
正
統
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
仰
ぐ
中
国
社
会
に
お
い
て
そ
の
困
難
は
比
較
に
な
ら
ぬ

も
の
が
あ
ろ
う
。
信
者
の
所
属
す
る
階
層
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
困
難
は

深
ま
る
。
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ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
教
要
解
略
で
は
基
本
的
に
原
則
論
に
と
ど
ま
る
。

デ
ィ
ア
ス
の
『
天
主
聖
経
十
誡
直
詮
』
で
は
こ
の
問
題
に
更
に
一
歩
踏
み

込
ん
だ
解
答
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
或
疑
、
教
中
貧
乏
頗
多
、

一
日
偷
暇
、
無
以
瞻
口
、
則
如
之
何
。」（
巻
上
、
四
十
葉
表
）
と
あ
る
。
天

主
教
の
信
者
の
中
に
は
貧
し
い
人
が
多
い
、
一
日
休
め
ば
食
べ
て
行
か
れ

な
い
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
問
い
か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
曰

天
主
之
仁
廣
矣
、
大
矣
。
時
顧
念
貧
者
、
命
人
節
勞
以
養
生
、
豈
强
之
習

逸
而
致
死
哉
。
困
乏
之
人
禮
日
勤
業
、
固
無
傷
耳
。」（
同
、
四
十
葉
表
）
と

デ
ィ
ア
ス
は
答
え
る
。
つ
ま
り
、
礼
拝
の
日
に
一
日
、
仕
事
を
休
む
よ
う

に
求
め
る
の
は
、
日
頃
の
労
働
で
疲
れ
た
貧
し
い
人
の
体
を
休
ま
せ
彼
ら

の
鋭
気
を
養
う
た
め
で
あ
っ
て
、
決
し
て
彼
ら
を
怠
惰
に
さ
せ
、
あ
げ
く

に
生
活
の
道
を
絶
た
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

従
っ
て
貧
し
い
人
が
礼
拝
の
日
に
働
く
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

 

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は

礼
拝
の
日
に
休
息
す
る
体
制
が
社
会
全
体
に
貫
徹
し
て
い
る
。
し
か
し
明

末
中
国
の
社
会
に
あ
っ
て
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
個
人
の
意
志
で
は
如
何
と

も
し
難
い
使
役
の
体
系
が
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

驚
く
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
体
制
下
に
あ
っ
て
も
明
末
中
国
の
天
主
教
教

会
は
信
者
に
あ
ま
ね
く
礼
拝
の
日
を
守
る
よ
う
に
指
導
し
た
こ
と
、
及
び

信
者
の
側
も
困
難
の
中
に
あ
っ
て
万
難
を
排
し
て
礼
拝
を
守
ろ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
双
方
の
真
摯
な
態
度
が
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う

な
問
答
は
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

 

こ
こ
で
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
が
デ
ィ
ア
ス
と
は
異
な
り
、
礼
拝
日
を
神
が
創

造
の
業
を
完
了
し
休
息
さ
れ
た
週
の
第
七
日
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
に

つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
何
故
な
ら
ば
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
明
末
中
国

の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
週
の
第
一
日
で
あ
る
日
曜
日
に
礼
拝
を
守
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
、
礼
拝
日
を
房
、
星
、
昴
、
虚
で
あ
る
と
具
体
的
な
指

示
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
日
曜
日
が
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
と
っ
て
「
主
日
」（Dies Dom

inica

）
で
あ
り
、「
我
等
の
信
仰

の
基
礎
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
復
活
、
及
び
我
等
の
救
世
の
完
成
と
し
て

の
聖
靈
の
降
臨
の
記
念
に
獻
げ
ら
れ
た
」（F. Keller

「
主
日
」
冨
山
房
『
カ

ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅱ
、
六
七
三
頁
）
重
要
な
日
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
敢

て
避
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

デ
ィ
ア
ス
の
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』
は
崇
禎
十
五
年
（
一
六
四
二
年
）

に
初
版
が
北
京
で
出
て
い
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
の

序
は
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
年
）
に
書
か
れ
て
い
る
。
教
要
解
略
の

文
章
は
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
年
）
以
前
の
段
階
で
書
き
上
げ
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。
崇
禎
帝
の
時
代
に
は
天
主
教
士
人
徐
光
啓
が
重
用
さ

れ
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
国
家
の
改
暦
事
業
に
参
画
す
る
な
ど
し
て
、

天
主
教
は
現
実
的
に
は
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
万
暦
四

十
三
年
（
一
六
一
五
年
）
は
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
ッ

テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
が
天
に
召
さ
れ
て
五
年
で
あ
る
。
教
会
の
勢
力
は
順
調

に
伸
び
て
い
た
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
主
教
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
実
質
的
な
公
認
を
得
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を

実
証
し
た
の
が
翌
年
の
万
暦
四
十
四
年
（
一
六
一
六
年
）
に
起
き
た
南
京

教
難
で
あ
っ
た
。
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万
暦
四
十
四
年
（
一
六
一
六
年
）
の
南
京
教
難
は
南
京
礼
部
侍
郎
沈
そ

に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
。
そ
の
教
難
発
動
と
遂
行
の
た
め
に
同
年
五
月
に

「
叅
遠
夷
疏
」
が
、
八
月
に
「
再
叅
遠
夷
疏
」
が
、
十
二
月
に
「
叅
遠
夷

三
疏
」
が
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
沈
そ
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

三
疏
に
「
據
其
所
稱
天
主
乃
是
彼
國
一
罪
人
。」（『
南
宮
署
牘
』〔
尊
経
閣
文

庫
所
蔵
〕
巻
二
、
十
四
葉
裏
）
と
あ
る
。
天
主
教
に
言
う
と
こ
ろ
の
天
主
と

は
西
洋
の
一
罪
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
短
い
が
重
要
な
一
節
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
日
曜
日
を
キ
リ
ス
ト
の
復
活
し
た
日
と
し
て
祝
う
こ

と
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
更
に
遡
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
に
つ

い
て
語
ら
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
時
の
ロ
ー
マ
の
権
力
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
た
刑
罰
に
よ
る
死
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
キ

リ
ス
ト
の
復
活
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て

の
日
曜
日
の
意
義
を
説
明
し
た
も
の
が
書
物
の
形
で
印
刷
出
版
さ
れ
れ

ば
、
天
主
教
徒
以
外
の
人
間
も
そ
れ
を
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
、
キ
リ
ス

ト
の
十
字
架
上
の
死
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
持
つ
文
脈
に
よ
っ
て
解
釈
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
沈
そ
は
礼
部
侍
郎
と
し
て
秩
序
維
持
に
務

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
西
洋
に
あ
っ
て
同
じ
く
秩
序
維

持
に
務
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
ロ
ー
マ
の
総
督
の
判
断
に
よ
っ
て
十
字

架
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
の
重
み
を
沈
そ
は
認
識
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
南
炳
文
は
葛
寅
亮
『
金
陵
梵
刹
志
』
等

に
よ
っ
て
、
明
末
の
南
京
に
は
霊
谷
寺
、
天
界
寺
、
報
恩
寺
の
南
京
三
大

寺
と
鶏
鳴
寺
、
能
仁
寺
、
棲
霞
寺
、
弘
覚
寺
、
静
海
寺
の
南
京
五
次
大
寺

が
あ
り
、
南
京
一
帯
は
仏
教
寺
院
の
数
が
多
か
っ
た
と
す
る
（「
明
代
寺
観

経
済
初
探
」『
明
史
研
究
論
叢
』
第
四
輯
、
江
蘇
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
三
一

頁
、
三
三
五
頁
）。
明
代
に
お
い
て
皇
帝
に
よ
り
仏
教
政
策
は
一
様
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
何
孝
栄
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
の
多
く
は
仏
教
を
保
護
し
、
特

に
天
主
教
伝
道
が
開
始
さ
れ
た
と
き
の
皇
帝
神
宗
万
暦
帝
は
仏
教
信
仰
が

篤
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
明
代
南
京
寺
院
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
、
二

〇
〇
〇
年
、
五
十
頁
）。
士
大
夫
の
間
に
も
禅
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
と
り

わ
け
南
京
の
士
大
夫
に
は
そ
の
傾
向
が
強
く
（
同
書
、
六
十
六
頁
―
六
十
七

頁
）、
ま
た
被
治
者
の
側
の
南
京
の
民
衆
に
も
仏
教
信
仰
は
濃
厚
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
（
同
書
、
六
十
二
頁
―
六
十
三
頁
）。
加
う
る
に
、
南
京
は
多

く
の
名
僧
を
輩
出
し
て
お
り
（
同
書
、
二
〇
五
頁
―
二
二
五
頁
）、
明
末
に
は

袾
宏
や
徳
清
が
出
る
な
ど
、
明
代
後
期
の
南
京
の
僧
侶
の
仏
学
の
水
準
は

全
国
的
に
見
て
指
導
的
地
位
を
占
め
た
よ
う
で
あ
る
（
同
書
、
一
九
六
頁
―

一
九
七
頁
）。
従
っ
て
、
明
末
の
南
京
に
お
い
て
仏
教
陣
営
は
質
量
両
面
で

偉
容
を
誇
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

社
会
経
済
的
に
見
れ
ば
、
仏
教
寺
院
は
地
主
で
も
あ
る
。
南
京
の
寺
院

は
寺
田
か
ら
多
額
の
収
入
を
得
（
南
炳
文
前
掲
論
文
、
前
掲
書
、
三
三
五
頁
）、

土
地
の
兼
併
を
加
速
さ
せ
た
（
何
孝
栄
前
掲
書
、
三
七
八
頁
―
三
八
二
頁
）。

ま
た
寺
院
の
建
設
は
民
衆
に
就
業
の
機
会
を
提
供
し
た
（
同
書
、
三
七
四

頁
―
三
七
七
頁
）。
つ
ま
り
、
南
京
の
寺
院
は
安
定
的
基
盤
を
持
つ
強
固
な

地
主
勢
力
で
あ
り
、
公
共
土
木
事
業
の
基
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
更

に
彼
ら
は
土
地
、
建
物
を
貸
し
出
し
た
り
、
廟
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
有

力
な
商
業
主
体
で
も
あ
っ
た
（
同
書
、
三
〇
〇
頁
―
三
〇
六
頁
）。
南
京
の
士
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大
夫
と
民
衆
は
精
神
的
に
、
ま
た
物
質
的
に
南
京
の
仏
教
寺
院
に
大
き
く

寄
り
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
南
京
は
明
の
留
都
で
あ
る
。
明
王
朝
版
図
の
中
の
文
化
的
地
位
は
最
高

の
も
の
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
留
都
で
中
国
の
宗
教
の
中
で
は
新
来

に
し
て
新
興
の
天
主
教
が
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
。
天
主
教
の
信
者

は
読
書
人
層
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
そ
の
多
く
が
名

も
無
い
貧
し
き
民
衆
で
あ
っ
た
の
だ（
張
維
華「
十
一
、南
京
教
案
仕
末
」（
八
）

「
第
一
次
被
捕
之
教
徒
」、（
九
）「
第
二
次
被
捕
之
教
徒
」『
中
國
近
代
史
論
叢
』
第

一
輯
第
二
冊
、
正
中
書
局
、
一
九
五
六
年
、
二
一
四
頁
―
二
二
〇
頁
）。
新
来
で

新
興
の
天
主
教
が
古
き
都
の
南
京
に
て
民
衆
に
信
者
を
続
々
と
獲
得
し
つ

つ
あ
っ
た
。
そ
の
天
主
教
が
天
主
と
仰
ぐ
人
物
は
西
洋
の
地
に
て
国
家
権

力
に
よ
り
罪
人
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
者
で
あ
る
以
上
、
礼
教
的
秩
序
を
維

持
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
彼
は
反
権
力
的
存
在
と
し
て
徹
底
的
に
拒
絶
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
礼
教
的
秩
序
維
持
の
責
務
を
負
う
南
京
礼
部
の

士
大
夫
官
僚
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
以
上
、
天
主
教
勢
力
の
伸
長
を
放
置
す
る

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
留
都
の
南
京
に
て
儒
教
秩
序
を
補

強
す
る
役
割
は
仏
教
が
果
た
し
た
（
何
孝
栄
前
掲
書
、
第
七
章
「
影
響
」
第

一
節
「
対
政
治
的
影
響
」「
二
、協
助
封
建
国
家
政
治
」、三
六
〇
頁
―
三
七
七
頁
）。

現
に
天
啓
七
年
（
一
六
二
七
年
）
に
『
金
陵
梵
刹
志
』
の
「
序
」
を
著
し

た
葛
寅
亮
は
南
京
礼
部
祠
祭
司
郎
中
を
歴
任
し
て
お
り
、
ま
た
『
金
陵
梵

刹
志
』
に
は
南
京
関
係
の
高
級
官
僚
の
名
前
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
南

京
の
仏
教
は
官
民
に
と
っ
て
精
神
的
、
物
質
的
な
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

 

反
権
力
的
人
物
を
教
祖
と
仰
ぐ
と
映
っ
た
天
主
教
が
南
京
の
貧
し
き
民

衆
の
間
に
次
第
に
支
持
を
広
げ
て
行
く
現
実
は
体
制
側
の
儒
教
と
仏
教
に

と
っ
て
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
脅
威
と
し
て
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の

過
剰
防
衛
と
も
思
し
き
反
応
が
南
京
教
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
教
難
発

生
一
年
前
に
あ
っ
て
天
主
教
の
勢
力
が
順
調
に
伸
び
行
く
中
で
、
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
は
冷
静
に
体
制
側
の
南
京
儒
教
と
仏
教
の
反
発
の
気
配
を
感
じ

取
り
、
ま
た
そ
の
論
理
を
見
抜
い
た
か
ら
こ
そ
、
書
物
の
上
で
日
曜
日
の

新
約
的
意
味
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
を
敢
て
避
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

尚
、
拙
訳
で
は
「
或
曰
」
を
「
問
い
」
に
、「
曰
」
を
「
答
え
」
と
訳

す
よ
う
に
努
め
た
。
現
代
文
と
し
て
の
平
明
さ
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ

る
。

 

ま
た
、
今
回
は
暦
に
つ
い
て
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
学
の
泰
斗
で
あ
ら
れ

る
清
水
紘
一
先
生
よ
り
ご
懇
篤
な
る
御
教
示
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
す

る
も
の
で
あ
る
。

 

更
に
、
訳
者
は
二
〇
〇
八
年
三
月
の
初
め
、
欧
州
に
お
け
る
代
表
的
中

国
研
究
の
拠
点
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
に
あ
る
漢
学
研
究
所（Sinologisch 

Instituut Universiteit Leiden

）
を
訪
ね
た
折
、
自
由
に
貴
重
な
蔵
書
を

閲
覧
す
る
便
宜
の
供
与
を
い
た
だ
き
、
デ
ィ
ア
ス
の
『
天
主
聖
教
十
誡
直

詮
』
な
ど
の
書
物
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
漢
学

研
究
所
並
び
に
職
員
のThom

as Falkenhagen

氏
に
深
甚
な
る
感
謝
の

意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
（
続
）。


